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削 工 一 滑 油 浬 湖 沼 中 3 吟 弘 司 吟 時

削 工一 滴 吟 時 刊 行 h m 童 ( 国 国 苫 N 印 抑 制 コ 一 滴 h h m 亘 瀦 ω N h 叩 ) 瀦 ω ぬ か 打 校 r J ぺ 同 情 迫 J 叶 内 V E h m 童 瀦 N h m 判明 N 泊 汁 同 「 酬 明 3 溢 尚 一 什 什

? 同 庁 3 ~ は 討 。 清 司 E 3 道 品 川 潮 対 O A掛 m 脚 部 制 曹 司 痔 樹 、 時 難 3 撃 議 附 蔀 打 歯 切 「 ぺ 吟 叫 司 「 汁 。

4 4 苫 N 雨 明 ム 泊 E E

剖 ヱ 一 滴 皆 川淵 タトヰえ 同

石 川 県 事 務 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

石 川 県 規 則 第 二 十 九 号

石 川 県 事 務 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 事 務 委 任 規 則 ( 昭 和 三 十 五 年 石 川 県 規 則 第 六 十 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 二 児 童 相 談 所 長 の 項 第 四 号 5 中 「 第 十 一 条 第 三 項 」 を 「 第 十 一 条 第 四 項 」 に 改 め 、 同 号 6 中 「 第 十 一

条 第 四 項 」 を 「 第 十 一 条 第 五 項 」 に 改 め 、 同 表 保 健 所 長 の 項 第 十 五 号 中 「 ( 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 三 百 三 号 ご の

下 に 「 ( 毒 物 又 は 劇 物 の 販 売 業 に 係 る も の に 限 る 。 ) 」 を 加 え 、 同 号 1 中 「 第 十 七 条 」 を 「 第 十 八 条 第 一 項 」 に 、

「 立 ち 入 り 検 査 」 を 「 立 入 検 査 」 に 改 め 、 同 項 第 二 十 号 中 8 を 刊 と し 、 7 を 9 と し 、 6 を 8 と し 、 5 を 7 と し 、

4 を 6 と し 、 3 を 5 と し 、 2 を 4 と し 、 ー を 3 と し 、 そ の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

- 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理

2 第 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 調 査 へ の 協 力 要 請

別 表 第 二 保 健 所 長 の 項 第 二 十 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

二 十 の 二 食 品 衛 生 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 三 十 年 法 律 第 四 十 六 号 )

- 附 則 第 九 条 に お い て そ の 例 に よ る こ と と さ れ る 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 食 品 衛 生 法 第 五 十 七 条

第 一一 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理

別 表 第 二 保 健 所 長 の 項 第 三 十 五 号 5 を 次 の よ う に 改 め る 。

5 第 二 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 命 令

別 表 第 二 保 健 所 長 の 項 第 三 十 五 号 に 次 の よ う に 加 え る 。

第 三 十 一 条 の 規 定 に よ る 指 導 及 び 助 言

第 三 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 勧 告

第 三 十 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 措 置 の 命 令

第 三 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 勧 告

第 三 十 四 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 措 置 の 命 令
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日 第 三 十 六 条 第 一一 項 の 規 定 に よ る 勧 告

ロ 第 三 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 勧 告

日 第 三 十 六 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 措 置 の 命 令

日 第 三 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収 並 び に 立 入 検 査 及 び 質 問

日 第 六 十 一 条 第 一 項 ( 第 六 十 三 条 第 二 項 及 び 第 六 十 六 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規

定 に よ る 立 入 検 査 及 び 収 去

別 表 第 二 保 健 所 長 の 項 第 三 十 八 号 H 中 「 第 二 十 二 条 の 六 第 二 項 」 を 「 第 二 十 一 条 の 玉 第 二 項 」 に 、 「 犬 猫 等 」

を 「 動 物 」 に 改 め 、 同 号 日 中 「 第 二 十 二 条 の 六 第 三 項 」 を 「 第 二 十 二 条 の 六 」 に 改 め 、 同 号 同 中 「 に お い て 」

の 下 に 「 読 み 替 え て 」 を 加 え 、 同 号 問 中 「 第 二 十 三 条 第 三 項 」 を 「 第 二 十 三 条 第 四 項 」 に 改 め 、 「 に お い て 」

の 下 に 「 読 み 替 え て 」 を 加 え 、 同 号 問 中 「 に お い て 」 の 下 に 「 読 み 替 え て 」 を 加 え 、 同 号 中 却 を 引 と し 、 お を

却 と し 、 討 を ぬ と し 、 同 号 泊 中 「 に お い て 」 の 下 に 「 読 み 替 え て 」 を 加 え 、 同 号 中 出 を 犯 と し 、 認 を 訂 と し 、

目 を 犯 と し 、 却 を お と し 、 却 を 日 と し 、 却 を お と し 、 訂 を 犯 と し 、 却 を 出 と し 、 同 号 お 中 「 第 二 十 五 条 第 三 項 」

を 「 第 二 十 五 条 第 四 項 」 に 改 め 、 同 号 中 却 を 却 と し 、 そ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

別 第 二 十 五 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収 及 び 立 入 検 査

別 表 第 二 保 健 所 長 の 項 第 三 十 八 号 泊 中 「 第 二 十 五 条 第 二 項 」 を 「 第 二 十 五 条 第 三 項 」 に 改 め 、 同 号 中 M を お

と し 、 同 号 幻 中 「 第 二 十 五 条 第 一 項 」 を 「 第 二 十 五 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 号 中 幻 を 幻 と し 、 幻 を お と し 、 そ の

次 に 次 の よ う に 加 え る 。

お 第 二 十 五 条 第 一一 項 の 規 定 に よ る 指 導 又 は 助 言

別 表 第 二 保 健 所 長 の 項 第 三 十 八 号 中 山 を 但 と し 、 同 号 初 中 「 第 二 十 四 条 の 二 」 を 「 第 二 十 四 条 の こ の こ 」 に

改 め 、 同 号 中 却 を お と し 、 同 号 中 日 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

初 第 二 十 四 条 の 二 第 一一 項 の 規 定 に よ る 勧 告

幻 第 二 十 四 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 措 置 の 命 令

辺 第 二 十 四 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収 及 び 立 入 検 査

別 表 第 二 保 健 所 長 の 項 第 五 十 九 号 中 ロ 及 び 口 を 削 り 、 同 号 日 中 「 第 八 十 二 条 の 八 」 を 「 第 八 十 二 条 の 五 」 に

改 め 、 同 号 中 日 を ロ と し 、 日 を 削 り 、 同 表 白 山 自 然 保 護 セ ン タ ー 所 長 の 項 第 二 号 1 中 「 第 百 六 十 九 条 第 六 項 」

を 「 第 百 六 十 九 条 第 七 項 」 に 改 め 、 同 号 2 中 「 第 百 六 十 九 条 第 七 項 」 を 「 第 百 六 十 九 条 第 八 項 」 に 改 め 、 同 号

3 中 「 第 百 六 十 九 条 第 八 項 」 を 「 第 百 六 十 九 条 第 九 項 」 に 改 め 、 同 表 南 部 小 動 物 管 理 指 導 セ ン タ ー 所 長 の 項 第

三 号 中 4 を 7 と し 、 3 を 6 と し 、 同 号 2 中 「 第 三 十 五 条 第 一 項 本 文 」 を 「 第 三 十 五 条 第 一 項 」 に 改 め 、 「 に お

い て 」 の 下 に 「 読 み 替 え て 」 を 、 「 引 取 り 」 の 下 に 「 及 び そ の 拒 否 」 を 加 え 、 同 号 中 2 を 5 と し 、 ー の 次 に 次

の よ う に 加 え る 。

2 第 二 十 四 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収 及 び 立 入 検 査

3 第 二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 導 又 は 助 言

4 第 二 十 五 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収 及 び 立 入 検 査

別 表 第 二 農 林 総 合 事 務 所 長 の 項 第 七 号 中 「 石 川 県 土 地 改 良 施 設 の 管 理 委 託 に 関 す る 規 則 」 を 「 石 川 県 土 地 改

良 財 産 の 管 理 及 び 処 分 に 関 す る 規 則 」 に 改 め 、 同 号 1 を 次 の よ う に 改 め る 。

- 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 士 地 改 良 財 産 の 引 継 ぎ

別 表 第 二 農 林 総 合 事 務 所 長 の 項 第 七 号 中 2 を 削 り 、 3 を 2 と し 、 4 を 3 と す る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 二 の 改 正 規 定 ( 同 表 保 健 所 長 の 項 第 二 十 号 を

改 め る 部 分 、 同 号 の 次 に 一 号 を 加 え る 部 分 並 び に 同 項 第 三 十 八 号 及 び 同 表 南 部 小 動 物 管 理 指 導 セ ン タ ー 所 長 の

項 を 改 め る 部 分 に 限 る 。 ) は 、 同 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

削 ヱ 一 福 山 活 酒 一 」 瀦 ω c h w a 吟 弘 司 砂 時
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石 川 県 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

石 川 県 規 則 第 三 十 号

石 川 県 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 組 織 規 則 ( 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 規 則 第 二 十 三 日 す ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 一 一 項 の 表 生 活 環 境 部 の 項 中 「 廃 棄 物 対 策 課 」 を 「 資 源 循 環 推 進 課 」 に 改 め 、 同 表 農 林 水 産 部 の 項 中

「 農 業 基 盤 課 、 農 業 安 全 課 」 を 「 畜 産 振 興 ・ 防 疫 対 策 課 、 農 業 基 盤 課 」 に 改 め 、 同 条 第 六 項 の 表 中 交 通 政 策 課

の 項 を 削 り 、 同 表 文 化 振 興 課 の 項 中 「 新 図 書 館 整 備 推 進 室 」 を 「 国 民 文 化 祭 準 備 室 、 新 図 書 館 整 備 推 進 室 」 に

改 め 、 同 表 中 労 働 企 画 課 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

「 誘 客 戦 略 課 ト 新 幹 線 県 内 全 線 開 業 P R 推 進 室

第 三 条 第 六 項 の 表 農 業 政 策 課 の 項 中 「 農 業 参 入 ・ 経 営 戦 略 推 進 室 」 を 「 ブ ラ ン ド 戦 略 推 進 室 、 農 業 参 入 ・ 経

営 戦 略 推 進 室 」 に 改 め る 。

第 六 条 の 二 第 一 項 の 表 企 画 課 の 項 中 第 十 号 を 削 り 、 第 十 一 号 を 第 十 号 と し 、 第 十 二 口 す か ら 第 二 十 号 ま で を 一

号 ず つ 繰 り 上 げ 、 同 条 第 二 項 の 表 中 第 三 号 を 削 り 、 第 四 号 を 第 三 号 と し 、 第 五 号 か ら 第 十 三 号 ま で を 一 号 ず つ

繰 り 上 げ 、 同 条 第 三 項 の 表 エ ネ ル ギ ー 対 策 室 の 項 中 「 第 十 二 号 及 び 第 十 三 号 」 を 「 第 十 号 及 び 第 十 一 号 」 に 改

め る 。
第 六 条 の 三 第 一一 項 の 表 文 化 振 興 課 の 項 中 第 十 二 号 を 第 十 三 号 と し 、 第 十 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

ロ 国 民 文 化 祭 に 関 す る こ と 。

第 六 条 の 三 第 二 項 の 表 中 統 計 情 報 室 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

「 国 民 文 化 祭 準 備 室 ト 第 一 項 の 表 文 化 振 興 課 の 項 第 十 二 号 に 掲 げ る 事 務

第 六 条 の 三 第 二 項 の 表 新 図 書 館 整 備 推 進 室 の 項 中 「 第 十 二 号 」 を 「 第 十 三 号 」 に 改 め る 。

第 七 条 の 二 の 表 廃 棄 物 対 策 課 の 項 中 「 廃 棄 物 対 策 課 」 を 「 資 源 循 環 推 進 課 」 に 改 め る 。

第 八 条 第 一一 項 の 表 産 業 立 地 課 の 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

6 金 沢 港 ク ル ー ズ タ ー ミ ナ ル に 関 す る こ と 。

第 八 条 第 二 項 の 表 港 湾 活 用 推 進 室 の 項 中 「 第 五 号 」 を 「 第 六 号 」 に 改 め る 。

第 八 条 の 二 の 表 誘 客 戦 略 課 の 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

5 北 陸 新 幹 線 の 県 内 全 線 開 業 に 向 け た 誘 客 促 進 に 関 す る こ と 。

第 八 条 の 二 の 表 国 際 交 流 課 の 項 第 三 号 中 「 及 び 国 際 協 力 事 業 」 を 「 、 国 際 協 力 事 業 及 び 多 文 化 共 生 事 業 」 に

改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

観 光 戦 略 推 進 部 の 課 内 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。2
 

一 課 内 室 名 一 分 掌 事

一 新 幹 線 県 内 全 線 開 業 P R 一 第 一 項 の 表 誘 客 戦 略 課 の 項 第 五 号 に 掲 げ る 事 務

一 推 進 室 一

務

第 九 条 第 一一 項 の 表 農 業 政 策 課 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

農 業 政 策 課 1
 

農 山 漁 村 の 総 合 的 振 興 計 画 に 関 す る こ と 。

農 林 水 産 業 の 動 向 及 び 情 報 調 査 に 関 す る こ と 。

経 営 構 造 対 策 事 業 に 関 す る こ と 。

食 品 の リ サ イ ク ル に 関 す る こ と 。

食 品 表 示 の 指 導 等 に 関 す る こ と ( 他 課 の 分 掌 事 務 を 除 く 。 ) 。

農 林 物 資 の 品 質 表 示 に 関 す る こ と 。

米 穀 等 の 取 引 等 に 係 る 情 報 の 記 録 及 び 産 地 情 報 の 伝 達 に 関 す る こ と 。

米 穀 の 出 荷 及 び 販 売 事 業 者 の 遵 守 事 項 に 関 す る こ と 。

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

ミ主
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第 九 条 第 一 項 の 表 里 山 振 興 室 の 項 中 第 十 一 号 を 第 十 二 号 と し 、 第 十 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

日 鳥 獣 に よ る 農 林 被 害 対 策 に 関 す る こ と 。

第 九 条 第 一 一 項 の 表 生 産 流 通 課 の 項 第 一 号 中 「 及 び 畜 産 物 」 を 削 り 、 同 項 第 四 号 及 び 第 五 号 中 「 及 び 畜 産 」 を

削 り 、 同 項 第 八 号 及 び 第 九 号 中 「 農 畜 林 水 産 物 」 を 「 農 林 水 産 物 」 に 、 「 こ と 」 を 「 こ と ( 他 課 の 分 掌 事 務 を

除 く 。 ) 」 に 改 め 、 同 項 第 十 号 中 「 農 畜 林 水 産 物 」 を 「 農 林 水 産 物 」 に 改 め 、 同 項 中 第 十 三 号 か ら 第 十 八 号 ま で

を 削 り 、 第 十 九 号 を 第 十 三 号 と し 、 第 二 十 号 を 削 り 、 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

畜 産 振 興 ・ 防 疫 対 策 課

緬 bラ

9 農 薬 及 び 肥 料 の 取 締 り 及 び 指 導 に 関 す る こ と 。

叩 有 機 農 産 物 に 関 す る こ と 。

日 農 業 用 資 材 に 関 す る こ と 。

ロ 植 物 防 疫 に 関 す る こ と 。

日 農 畜 林 水 産 物 の 安 全 ・ 安 心 に 係 る 情 報 提 供 に 関 す る こ と o

u 農 産 物 検 査 に 関 す る こ と 。

日 農 業 委 員 会 等 に 関 す る こ と 。

日 日 本 政 策 金 融 公 庫 資 金 、 農 業 近 代 化 資 金 、 農 業 改 良 資 金 、 天 災 に よ る 災

害 資 金 、 農 協 系 統 資 金 等 に 関 す る こ と 。

口 農 業 信 用 基 金 協 会 に 関 す る こ と 。

日 農 業 協 同 組 合 等 に 関 す る こ と ( 出 納 室 の 分 掌 事 務 を 除 く 。 ) 。

凶 農 業 共 済 団 体 等 に 関 す る こ と 。

加 農 地 の 移 動 の 規 制 に 関 す る こ と 。

引 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 に 関 す る こ と o

n 農 村 地 域 工 業 導 入 に 関 す る こ と 。

お 農 地 の 転 用 の 規 制 並 び に 土 地 利 用 の 調 整 に 関 す る こ と o

M 固 有 農 地 及 び 開 拓 財 産 に 関 す る こ と 。

お 農 林 水 産 物 の ブ ラ ン ド 化 に 関 す る こ と 。

出 農 林 水 産 物 の 魅 力 発 信 及 び 販 路 開 拓 に 関 す る こ と 。

幻 企 業 に よ る 農 業 参 入 の 推 進 に 関 す る こ と 。

お 農 業 を 担 う 人 材 の 確 保 及 び 育 成 に 関 す る こ と 。

m 農 業 者 に よ る 事 業 の 多 角 化 及 び 高 度 化 に 関 す る こ と
o

m 農 業 経 営 の 改 善 に 関 す る こ と 。

白 地 域 農 業 の 振 興 に 関 す る こ と 。

泣 農 業 農 村 整 備 工 事 の 入 札 の 執 行 及 び 契 約 の 締 結 に 関 す る こ と o

m 農 業 農 村 整 備 事 業 に 係 る 用 地 事 務 の 指 導 に 関 す る こ と 。

M 農 林 水 産 部 所 管 工 事 の 検 査 に 関 す る こ と 。

お 農 林 水 産 部 所 管 工 事 の 設 計 積 算 に 関 す る こ と 。

訪 農 林 水 産 部 所 管 工 事 の 技 術 指 導 に 関 す る こ と 。

訂 石 川 県 農 業 開 発 公 社 と の 連 絡 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。

犯 い し か わ 農 業 総 合 支 援 機 構 と の 連 絡 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。

却 農 林 総 合 事 務 所 に 関 す る こ と 。

判 農 林 水 産 部 主 管 事 務 で 他 の 分 課 に 属 し な い こ と 。

川 町 農 林 水 産 部 の 企 画 調 整 室 の 庶 務 に 関 す る こ と ( 総 務 事 務 管 理 室 の 分 掌 事

務 に 係 る も の を 除 く 。 ) 。

1
 

畜 産 物 の 生 産 に 関 す る こ と 。

家 畜 及 び 家 禽 の 改 良 増 殖 に 関 す る こ と 。

畜 産 技 術 の 開 発 及 び 改 良 に 関 す る こ と 。

畜 産 関 係 試 験 研 究 の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。

2
 

3
 

4
 



4 4 哨 ロ N 有 ム 油 日 中 四 ( ゆ 爾 司 ) 剖 期 加々緬 bラ

5
 

畜 産 物 の 流 通 及 び 販 売 に 関 す る こ と 。

家 畜 市 場 及 び 家 畜 商 に 関 す る こ と 。

飼 料 及 び 牧 野 に 関 す る こ と 。

養 蜂 に 関 す る こ と 。

家 畜 の 糞 尿 処 理 及 び 環 境 汚 染 防 止 に 関 す る こ と 。

家 畜 及 び 家 禽 の 保 健 衛 生 に 関 す る こ と 。

家 畜 伝 染 病 予 防 に 関 す る こ と 。

動 物 薬 事 に 関 す る こ と 。

獣 医 師 及 び 家 畜 人 工 授 精 師 に 関 す る こ と 。

家 畜 保 健 衛 生 所 に 関 す る こ と 。

湖 南 運 動 公 園 に 関 す る こ と 。

6
 

7
 

8
 

9
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第 九 条 第 一一 項 の 表 農 業 基 盤 課 の 項 中 第 二 十 三 号 を 第 二 十 四 号 と し 、 第 八 号 か ら 第 二 十 二 号 ま で を 一 号 ず つ 繰

り 下 げ 、 第 七 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

8 農 業 用 た め 池 の 管 理 及 び 保 全 に 関 す る こ と 。

第 九 条 第 一一 項 の 表 農 業 安 全 課 の 項 を 削 り 、 同 条 第 三 項 の 表 農 業 参 入 ・ 経 営 戦 略 推 進 室 の 項 中 「 第 十 六 口 す か ら

第 二 十 二 号 」 を 「 第 二 十 七 号 か ら 第 三 十 一 号 」 に 改 め 、 同 項 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

「 ブ ラ ン ド 戦 略 推 進 室 ト 第 一 項 の 表 壁 一県 政 策 課 の 項 第 二 十 五 号 及 び 第 二 十 六 号 に 掲 げ る 事 務

「 第 三 号 及 び 第 二 十 三 号 か ら 第 二 十 五 号 」 を 「 第 三 十 二 口 す か ら 第 三 十 六第 九 条 第 三 項 の 表 技 術 管 理 室 の 項 中

号 」 に 改 め る 。

第 十 条 第 一一 項 の 表 監 理 課 の 項 中 第 二 十 八 号 を 第 二 十 九 号 と し 、 第 十 九 日 す か ら 第 二 十 七 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り

下 げ 、 第 十 八 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

同 所 有 者 不 明 土 地 の 利 用 の 円 滑 化 等 に 関 す る 特 別 措 置 法 に 基 づ く 裁 定 に 関 す る こ と 。

第 十 条 第 一 項 の 表 都 市 計 画 課 の 項 中 「 の 建 設 及 び 管 理 」 を 「 事 業 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 の 表 用 地 室 の 項 中

「 第 十 八 号 」 を 「 第 十 九 号 」 に 改 め る 。

第 十 五 条 第 七 号 の 表 計 画 課 の 項 中 日 を 口 と し

加 え る 。

日 か ら 日 ま で を ロ か ら 日 ま で と し 同 項 目 の 次 に 次 の よ う に

日 農 業 用 た め 池 の 管 理 及 び 保 全 に 関 す る こ と 。

第 十 五 条 第 十 号 の 表 港 湾 課 ( 奥 能 登 土 木 総 合 事 務 所 に 限 る 。 ) の 項 中 「 港 湾 係 」 を 削 り

石 川 県 金 沢 港 湾 事 務 所 の 項 中 「 湊 四 丁 目 」 を 「 無 量 寺 町 」 に 改 め る 。

第 十 六 条 第 六 号 の 表 中 「 戸 水 二 丁 目 」 を 「 幸 町 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

同 条 第 十 一 号 の 表

削 工 一 滴 溢 E W 加 己 中 3 吟 討 吟 時

削 工 一 滴 吟 時 丹 治 主 ( 遇 制 ロ 日 目 抑 制 三 一 滴 h m 童 精 ω 日 中 ) 瀦 ω h m - n 泣 F J ぺ 機 迫 斗 か E h m 宣 戦 N h m 瀦 ∞ 畑 汁 同 「 嚇 3 活 尚 一 n l汁

。 内 庁 、 υ ~ 川 位 。 凋 斗 罫 3 道 切 縞 N P C A 参 議 曹 司 伺 片 閥 、 時 滞 3 繋 縛 附 韮 一 円 詰 切 「 ペ 吟 社 「 汁 。

4 り 苫 N 刊 ム 泊 N 串 Z

削 三 一 清 宮 側 タト今え 同

知 事 の 職 務 を 代 理 す る 副 知 事 の 順 序 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

石 川 県 規 則 第 三 十 一 号

知 事 の 職 務 を 代 理 す る 副 知 事 の 順 序 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

知 事 の 職 務 を 代 理 す る 副 知 事 の 順 序 に 関 す る 規 則 ( 平 成 十 八 年 石 川 県 規 則 第 四 十 五 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に

ミ主
ー

憲

l嚇



令和 2年 4月 24日(金曜日) 石川県 公報 号 外

話回かの。

*~-fト「織 II ~j記 置JR1時主=モト性感」会J I総11堅起 面黒1時田モト藤長屋J~部去の。

韮 E

iJC事~~~' 守長 1 1 羽- EÐ m:: 1 miミ心禦!といの。

石川県訓令第10号の公表公告

石川県公告式条例(昭和25年石川県条例第32号)第4条第 2項において準用する同条例第 2条第 2項ただし書の規

定により、次のとおり県庁前の掲示場及び総務部行政経営課の執務室前に掲示して公表した。

令和 2年 4月24日

石川県知事 谷 本 正 憲

石川県訓令第10号

庁

出

石川県処務規程(昭和33年石川県訓令甲第 9号)の一部を次のように改正する。

令和 2年 3月31日

中

先 機

般

関

石川県知事 谷 本 正 憲

第12条第10項中 「醤宮醤nITIT;Jを「仰高崎j注目出a:::欝nITIT;Jに改める。

別表第 1第 1号の表部長専決事項の欄中第18号を第19号とし、第12号から第17号までを 1号ずつ繰り下げ、

第11号の次に次の 1号を加える。

十11働総e姻畑とi極炉心糊製品'勝星F 旧同担割1FC軍{回都世

別表第 1第 1号の表部長専決事項の欄に次の 1号を加える。

1 1+ 1!!!KÞ< ~JR 1時州当m1酪栴ムJ -rl{ð\語科(華民 111蜘Zヰ盤以堕の。 ) ~::lÆヤの怖胃、 e設問

別表第 1第 1号の表課長専決事項の欄第 7号中14を17とし、 13を16とし、その前に次のように加える。

巳 撚ト片十回吋~~~ニド1尼崎mrr吋 ν禁事æ:::ヤ時総国十4く《味川 町、 e 事~~回以 "-6l{ð 4持母~~支-rl{ð~罪事

別表第 1第 1号の表課長専決事項の欄第 7号中12を14とし、 11を13とし、その前に次のように加える。

出 総同十 1 1 吋ぐとl~ ニド椙必mrr吋い製品æ:::-rl{ð封眼目+田端燃 11 町、 C~展{回以ム五時帳台~~支-rl{ð~禁事

別表第 1第 1号の表課長専決事項の欄第 7号中10を11とし、 9を10とし、 8の次に次のように加える。

σコ 撚11 十長崎4撚EÐ~CSZ~恒三 "-6l{ð<~1長

別表第 1第 1号の表課長専決事項の欄に次の 1号を加 える。

111+ 拡誕~~1ごの課{頃ギI!Il! -<C側臥(-<跡E拡面上iさと，，，，，p C ~堕の。 )

別表第 1第 2号の表総務部長専決事項の管財課の欄に次の 1号を加える。

| 同三低<~釧証皿酎思亘

，....， 総同樹首眠EÐ~C蝦{1:!;/~"-6l{ð <~41ll C 出」小互主 C 寝前w返却(~骨|石組長 111 C¥J C 寝相会)摺æ:::-rl{ð里駅O~監の。 )

N 撚同州4撚{く廊 e蝦{回以"-6l{ð組側勝Q出」ゆ*C 需E鎚w定{回(~1l1曜超長固め Q 清里担今証J ~寝匪いの里懸命以盛時。 )

別表第 1第 2号の表健康福祉部長専決事項の厚生政策課の欄第 1号中25を28とし、 24を27とし、 23を26とし、

22を25とし、 21の次に次のように加える。

同 組引く十く<<-'KC11 相官、 CSZ{l:!;/~"-6l{ðギ4同!i@:;:単組由選結 Q総岨e哩:a: C断酎

E3 撚K十〈城C III ぱ]~C~酎[l!;!~ム五時記仰!思ギ組国王土里総土l~ l{ð哩召1時廊 C闘降iC哩召 C \:lÞ(割

23 撚K十く婿CEÐC~思{I:!;/~吋l{ð:;!己4同県岩起因54要組 C1盟斗 Q哩司Q断酎

別表第 1第 2号の表健康福祉部長専決事項の厚生政策課の欄第 5号中 4を5とし、 3を4とし、 2を3とし、

1を2とし、 2の前に次のように加える。

同 組R川十様燃 1 1罫 .fJ_;tJ__j 制mC~思{I:!;/~吋の m~正剣把-\þ\鞘4世田空短絡C 穏{頃

別表第 1第 2号の表健康福祉部長専決事項の地域医療推進室の欄中第 1号を第 2号とし、同号の前に次の 1

号を加 える。

| 凶富士迫 (mr長11十川沿巡母娘11fm 1 IIわ)

，....， 燃十K嶋~CI I 首長 1 1回 Q 宅建担 ~"-6l{ð醤低書道生今{ci {4!K媛-rl{ð~~C~担
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第 十 六 条 の 二 第 四 項 の 規 定 に よ る 臨 床 研 修 を 実 施 す る 病 院 の 指 定 の 取 消 し

第 十 六 条 の 三 第 三 項 の 規 定 に よ る 臨 床 研 修 病 院 ご と の 研 修 医 の 定 員 の 決 定

浬 糊 満 H 満 N 中 3 州 連 延 岡 調 帯 催 附 期 制 作 府 側 泊 3 議 行 持 3 N 中 品 川 u g N が 。

一 医 師 法

1 第 十 六 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ る 臨 床 研 修 病 院 の 管 理 者 又 は 開 設 者 に 対 す る 報 告 の 徴 収 及 び 指 示

二 医 師 法 第 十 六 条 の 二 第 一 一 項 に 規 定 す る 臨 床 研 修 に 関 す る 省 令 ( 平 成 十 四 年 厚 生 労 働 省 令 第 百 五 十 八 号 )

- 第 十 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 臨 床 研 修 病 院 の 指 定 を 受 け よ う と す る 病 院 又 は 臨 床 研 修 病 院 の 実 地 の 調

査

団 一」 期 満 H 判 明 N h 叩 3 州 議 頬 前 洋 書 湘 相 浮 側 泊 3 濡 瀬 蘇 憐 剛 湘 見 ) 議 瀦 5 中 H 門 寸 「 第 三 十 二 条 第 一 項 」 品 川 「 第 六 十 六

条 第 一一 項 」 一 円 四 片 町 ヴ d 耳 明 叩 N 品 町 内 汁 3 L H W 打 田 片 町 守 山 日 。

2 第 六 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 命 令

出 -」 鮒 鴻 H 鴻 N h 叩 見 ) 叫 m 蒋 淘 前 芹 山 町 古 h m 羽 海 側 泊 見 ) 浦 河 蒔 憐 剛 湘 見 ) 議 鴻 H O 叩 ω 門 寸 「 第 三 十 二 条 第 四 項 」 品 川 「 第 六 十 六

条 第 四 項 」 打 痔 $ ' 耳 山 畑 璃 同 期 蒋 僚 滞 期 朝 刊 対 側 畑 3 蓋 獄 ∞ 中 - n 肉 汁 3 L ハ ヨ 円 u d E U 仰 が 。

5 第 三 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 公 表

6 第 三 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 公 表

7 第 三 十 六 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 公 表

国 一」 刷 用 油 H W梢 N 中 3 刷 用 情 脚 瀕 前 洋 器 出 柳 川 判 湾 側 畑 3 糊 側 説 明 帥 難 3 議 滞 日 ー中 サ 「 ( 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 三 百 三 号 ) 」 3

1 2 n 「 ( 金 沢 市 の 区 域 に お け る 毒 物 又 は 劇 物 の 販 売 業 に 係 る も の を 除 く 。 ) 」 品 川 沿 ロ u w ' E 中 H サ 「 毒 物 又 は 劇 物

の 販 売 業 者 ( 金 沢 市 の 区 域 に お け る 毒 物 又 は 劇 物 の 販 売 業 に 係 る も の を 除 く 。 ) 及 び 製 剤 製 造 業 者 等 の 」 時 五 4

d d E 中 N 門 寸 「 ( 金 沢 市 の 区 域 に お け る 毒 物 又 は 劇 物 の 販 売 業 及 び 」 品 川 歪 d d E h 叩 門 寸 品 内 耳 一」 d d 日 除 品 什 「 J

E 山 畑 糊 例 議 明 悼 剛 湘 出 刑 制 円 滑 側 泊 3 議 瀦 品 中 門 寸 「 毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 」 3 1 2 円 「 ( 毒 物 又 は 劇 物 の 製 造 業 及 び 輸 入 業

に 係 る も の に 限 る 。 ) 」 隊 法 ロ U N J E 叩 N 4 「 第 四 項 」 品 川 「 第 三 項 」 一 円 四 片 町 ゾ 「 製 剤 製 造 業 者 等 の 」 品 川 恐 -3 d E 叩

ω 号 「 ( 金 沢 市 の 区 域 に お け る 製 剤 製 造 業 者 等 に 係 る も の に 限 る 。 ) 」 尚 早 -3 J 耳 叩 仏 門 寸 「 製 剤 製 造 業 者 等 に 係

る 」 品 川 高 一- G J E h 叩 ∞ 丑 「 製 剤 製 造 業 者 等 及 び 特 定 毒 物 研 究 者 に 対 す る 」 品 主 -3 J E 叩 号 ∞ 除 。 什 了 耳 叩 叩 叶 号

「 製 剤 製 造 業 者 等 に 対 す る 」 品 川 歪 戸 E h 叩 サ 吋 時 ∞ 什 「 d E 中 。 サ 「 第 十 七 条 第 一 項 及 び 第 二 項 」 時 「 第 十 八

条 第 一一 項 」 打 痔 与 d 「 ( 金 沢 市 の 区 域 に お け る も の に 限 る 。 た だ し 、 販 売 業 者 を 除 く 。 ) 」 時 五 一 三 d E 中 f o 品 川 吋

什 「 d E 叩 ω サ 「 ( 金 沢 市 の 区 域 に お け る も の に 限 る 。 た だ し 、 販 売 業 者 を 除 く 。 ) 」 品 川 歪 ? E 叩 サ 切 除 。 什

「 d ム 見 ) 問 主 H N 汗 3 1汁 - u - H 辻 = 片 山 い 。

5 第 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ る 変 更 事 項 等 の 届 出 の 受 理

出 一 」 期 満 H 減 N 叩 3 期 比 川 部 閣 制 部 繋 同 刑 判 開 庁 側 泊 3 綿 部 海 瀦 酬 湘 3 蓮 滞 。 叩 ω 丑 「 第 六 項 」 品 町 「 第 七 項 」 - H d 「 又 は

第 一 種 フ ロ ン 類 充 填 回 収 業 者 」 品 町 「 、 第 一 種 フ ロ ン 類 充 填 回 収 業 者 又 は 第 一 種 特 定 製 品 引 取 等 実 施 者 」 打 将 官 q d

耳 叩 ⑦ 門 寸 「 第 四 十 九 条 第 七 項 」 怜 「 第 四 十 九 条 第 八 項 」 一 円 四 片 $ 〆 耳 山 湖 浦 口 中 門 寸 寸 同 O A ∞ 品 川 歪 ? 耳 叩 m w 門 寸 「 第

八 十 二 条 の 九 第 四 項 」 内 「 第 八 十 二 条 の 六 第 一 項 」 一 ρ 「 石 綿 」 内 「 石 綿 粉 じ ん 」 打 将 官 Y E 中 骨 ∞ め 吋 什 「 d

E 中 呂 号 「 第 八 十 二 条 の 九 第 五 項 」 品 川 「 第 八 十 二 条 の 六 第 二 項 」 打 痔 δ ' 「 石 綿 粉 じ ん 排 出 等 作 業 の 一 時 停 止

等 の 」 時 歪 デ 耳 中 サ 呂 品 川 ∞ 汁 「 d E h 叩 = サ 「 第 八 十 二 条 の 九 第 六 項 」 命 「 第 八 十 二 条 の 六 第 三 項 」 打 尽 t u '

E 中 サ ロ 品 川 匂 什 「 ' 耳 中 日 号 「 第 八 十 二 条 の 九 第 七 項 」 品 川 「 第 八 十 二 条 の 六 第 四 項 」 打 痔 官 ゾ E 中 門 寸 巳 命 日 。 什

「 ' 日 時 ニ ~ H 「 d ニ 品 川 H M 什 「 d 5 品 川 口 付 「 d E 品 川 E ~ 川 「 d E 山 用 除 部 縄 海 引 当 期 制 作 滑 川 判 泊 3 筒 漏 4 R ・ 岡 壬 持 斗 滅 附 δ

議 獄 N 中 H 丑 「 に 規 定 す る 」 品 川 「 の 規 定 に よ る 」 一 円 四 片 可 Y E 中 打 湾 3 粁 三 円 u q E U 仰 が 。

2 第 二 百 四 十 二 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 第 二 百 四 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 地 球 温 暖 化 対 策 実 施

状 況 報 告 書 の 内 容 の 公 表

国 一」 山 畑 瀦 H W加 N h 叩 3 山則 前 漏 4 R ・ 同 E ヰ 瀦 附 湘 叫 判 円 滑 側 H国 3 謹 瀦 H h 州 一 円 同 庁 、 ) 1 汁 三 什 u g v 仰 が 。

6 第 二 百 四 十 二 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 地 球 温 暖 化 対 策 実 施 状 況 報 告 書 の 受 理

出 -」 鮒 鴻 H 鴻 N h 叩 見 ) 叫 畑 山 川 部 綿 海 山 町 古 h m 羽 海 側 泊 見 ) 鼠 料 意 時 斗 瀦 鶏 3 蓋 獄 ∞ 叩 門 寸 H M 向。 A N 品 川 高 一 - ? ω 品 町 H ~ は 了 ム 品 町

N ~ は 「 d 印 品 町 ω ~ H T 。 品 川 品 什 了 、 吋 即 日 什 デ ∞ 品 川 。 ~ H T E 測 調 糊 害 時 斗 減 措 同 刑 判 円 滑 制 帰 3 蓮 丑 「 廃 棄 物 対

策 課 長 専 決 事 項 」 め 「 資 源 循 環 推 進 課 長 専 決 事 項 」 打 痔 $ ' 耳 基 滅 ∞ 叩 H f 「 保 管 場 所 等 」 品 川 「 保 管 の 場 所 の

届 出 及 び 保 管 の 場 所 の 変 更 」 打 尽 δ ' 耳 中 日 山 号 「 保 管 場 所 の 変 更 又 は 」 晶 玉 -3 d E 中 号 5 め = ~ 「 ' m w 品 町 H C ~ は

「 ' ∞ 除 。 ~ 川 「 d 寸 時 ∞ ~ 川 「 d O 品 川 吋 汁 「 d E 中 ω 4 U 「 又 は 土 地 所 有 者 等 」 時 「 、 土 地 所 有 者 等 そ の 他 の 関 係

2
 

3
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者 」 一 円 四 沖 $ ' E 中 丑 印 命 。 ~ リ 「 ' 品 内 印 什 「 ' ω 品 町 品 什 「 ' N 3 界 一 円 野 3 1 円 三 n u g u N 向 日 。

3 第 八 十 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 非 常 災 害 の た め に 必 要 な 応 急 措 置 と し て 行 っ た 産 業 廃 棄 物 の 保 管 の 場

所 の 届 出 の 受 理

浬 対 瀦 H 瀦 N 中 3 叫 州 防 部 親 部 書 湘 相 円 滑 側 畑 、 υ E 袖 持 団 訓 部 難 3 議 瀦 N h 叩 N 丑 「 第 百 十 八 条 第 三 項 」 3 1 2 n 「 ( 同

条 第 九 項 及 び 第 百 十 九 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 」 品 川 〕 g N ' E 中 ⑦ 門 寸 「 及 び 同 条 第 五 項 の 規 定 に

よ る 条 件 の 付 加 」 品 川 耳 一 - ? E 中 ∞ 丑 「 第 百 二 十 二 条 第 三 項 第 六 号 」 め 「 第 百 二 十 二 条 第 三 項 第 七 号 」 打 痔 $ d

「 及 び 条 件 の 付 加 」 品 川 主 戸 E h 中 サ 台 仲 間 ω 汁 「 d 怠 品 川 町 N 汁 「 d E 中 古 サ 「 及 び 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 届 出 の

受 理 」 品 主 一 三 ) J E 中 サ 品 目 礼 町 巴 ~ 川 「 J E 中 止 サ 「 第 百 八 十 三 条 第 五 項 」 3 1 2 什 「 ( 第 百 八 十 七 条 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ) 」 品 川 u q E N d E 叩 丑 主 品 川 町 。 什 「 d E 中 色 骨 「 第 百 八 十 三 条 第 四 項 」 3 1 2 n 「 ( 第 百 八 十 七 条 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 」 品 川 吉 川 グ 耳 叩 f B 品 川 邑 什 「 d b 品 川 島 什 「 J 市 、 ) 志 一 円 同 庁 3 1 汁 - u - H 社 口 片 山 い 。

品 第 百 八 十 二 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 生 態 系 維 持 回 復 事 業 計 画 の 策 定 及 び そ の た め の 審 議 会 へ の 意 見

聴 取

U 第 百 八 十 二 条 の 二 第 四 項 の 規 定 に よ る 生 態 系 維 持 回 復 事 業 計 画 の 廃 止 又 は 変 更 及 び そ の た め の 審 議 会

へ の 意 見 聴 取

回 一 訂 m 瀦 H 獄 N 中 3 糊 除 部 絹 綿 嬰 湘 朝 刊 府 側 畑 3 E 溌 明 柳 田 描 3 蓋 滅 N 中 号 土 品 川 色 付 デ 品 。 礼 町 主 什 「 d 出 品 平 ω 什 了

ω ∞ 品 玉 三 7 ω 吋 品 Z N ~ 川 「 ' ω ⑦ 品 町 品 目 ~ 川 「 ' 白 骨 品 。 ~ 川 「 ' 官 品 川 忠 一」 ? ω ω 品 川 出 汁 「 d ω H N N C A ω N 時 歪 ? ω 。 品 川 ω ∞ 汁 「 d E

中 包 サ 「 及 び 第 五 項 」 時 歪 デ 「 同 項 第 二 号 の 行 為 」 品 川 「 同 項 第 二 号 及 び 第 三 号 に 規 定 す る 行 為 」 一 ρ 「 同 項 第

三 号 」 時 「 同 項 第 四 号 」 打 ' 「 た い 積 土 石 」 品 川 「 堆 積 土 石 」 ↑ ? 「 、 同 項 第 六 号 の 行 為 並 び に 同 項 第 八 号 か ら 第

十 三 号 ま で の 行 為 」 品 川 「 並 び に 同 項 第 七 号 及 び 第 十 号 か ら 第 十 六 号 ま で に 規 定 す る 行 為 」 行 界 官 ゾ 「 及 び 当 該

許 可 に 係 る 条 件 の 付 加 」 品 川 歪 戸 E h 叩 円 寸 N 匂 品 川 ω 叶 什 「 J N ∞ 品 川 ω ∞ 什 「 J A Q U 丑 一 円 湾 、 u l 汁 三 n u q = u 仰 が 。

目 第 百 六 十 五 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 変 更 の 協 議 又 は 認 可

ロ 第 百 六 十 五 条 の 二 の 規 定 に よ る 改 善 命 令

お 第 百 六 十 五 条 の 三 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 公 園 事 業 者 た る 地 位 承 継 の 承 認

日 第 百 六 十 五 条 の 五 第 三 項 の 規 定 に よ る 認 可 の 取 消 し

お 第 百 六 十 五 条 の 六 第 一一 項 の 規 定 に よ る 原 状 回 復 等 の 命 令

国 一」 刷 用 油 H W梢 N 中 3 刷 用 昨 日 明 訓 悦 開 設 湘 相 湾 側 泊 3 E 袖 沖 縄 将 難 3 議 瀦 N h 叩 f N 吋 品 川 ω 。 ~ り デ N O 品 川 N C 什 デ ホ 3 虫 干 什 湾

、 ) 1 片 山 一 什 u q = u 仰 向 日 。

幻 第 百 六 十 四 条 の 二 第 一 項 ( 同 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 意 見 の 聴 取

お 第 百 六 十 四 条 の 二 第 一 項 ( 同 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 公 園 事 業 の 決 定

浬 糊 鴻 H 潤 N 叩 3 州 防 部 綿 部 設 同 刑 判 湾 側 泊 3 E 溌 灘 湖 描 3 蓋 鴻 N 叩 f N m 品 川 高 3 d 立 時 N ⑦ 什 了 N ω 品 町 N 印 什 「 d

N N 品 町 N 品 汁 「 d N H 品 川 N ω ~ H 「 J N C 品 川 N N 什 「 J E 品 川 N H ~ H 「 J 同 ∞ 品 川 N C 什 「 J コ 品 川 同 句 作 「 J E 品 川 同 ∞ ~ 川 「 J 5 品 川 口 ~ H 「 J エ

品 川 5 ~ 川 「 d ロ 品 町 呂 町 「 〆 5 3 界 一 円 対 応 ) 計 三 円 U C ロ 片 山 。 。

日 第 百 二 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 生 態 系 維 持 回 復 事 業 計 画 の 策 定 及 び そ の た め の 審 議 会 へ の 意 見

聴 取

日 第 百 二 十 六 条 の 二 第 四 項 の 規 定 に よ る 生 態 系 維 持 回 復 事 業 計 画 の 廃 止 又 は 変 更 及 び そ の た め の 審 議 会

へ の 意 見 聴 取

浬 対 滅 H 滅 M 山 中 3 州 除 部 組 協 嬰 湘 制 作 府 側 泊 3 E 漁 協 押 部 難 3 謹 滅 ω 中 ω U 7 0 5 M 問 」 リ 品 川 歪 ? 耳 叫 州 岳 漁 協 棚 将 描 期

制 作 対 側 畑 3 謹 瀦 N h 叩 H 丑 「 第 百 十 八 条 第 四 項 」 3 1 2 n 「 ( 同 条 第 九 項 及 び 第 百 十 九 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ) 」 州 首 M W J E h 叩 N 丑 「 第 百 十 八 条 第 五 項 」 3 1 2 什 「 ( 同 条 第 九 項 及 び 第 百 十 九 条 第 四 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 」 品 三 口 U W J E 中 ω 丑 「 第 百 十 八 条 第 七 項 」 3 I 2 n 「 ( 同 条 第 九 項 、 第 百 二 十 一 条 第 二 項

及 び 第 百 二 十 二 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 」 品 川 u g N d E 叩 ム サ 「 第 百 十 九 条 第 三 項 」 3 1 2 什

「 ( 同 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 」 品 川 皆 川 グ ヨ 叩 f g 品 川 忠 什 「 J A 3 悲 打 開 対 3 』 H - w 打 法 = u N O o

制 第 百 八 十 二 条 の 二 第 三 項 ( 同 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 公 示

部 第 百 八 十 二 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ る 確 認

部 第 百 八 十 二 条 の 三 第 三 項 の 規 定 に よ る 認 定

肝 第 百 八 十 二 条 の 三 第 六 項 の 規 定 に よ る 変 更 の 確 認 又 は 認 定

問 第 百 八 十 二 条 の 三 第 九 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理
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的 第 百 八 十 二 条 の 四 の 規 定 に よ る 認 定 の 取 消 し

卯 第 百 八 十 二 条 の 五 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収

引 第 百 八 十 九 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理 及 び 公 示

回 第 百 九 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 取 消 の 公 示

油一 」 対 繊 同 瀦 N h 叩 3 山 m E 溌 論 部 剛 湘 出 削 朝 刊 滑 側 畑 3 蓮 瀦 ∞ 中 サ 町 四 時 ∞ ω ~ 川 デ 閉 山 品 川 ∞ 日 汁 デ 目 ω 品 川 ∞ 日 付 デ 問 問 符 ∞ 。 汁 「 J

A Q ) 耳 打 同 庁 3 1 円 三 円 辻 = 片 山 い 。

ロ 第 百 七 十 条 第 三 項 第 七 号 の 規 定 に よ る 利 用 調 整 地 区 の 区 域 内 へ の 立 入 り の 許 可

日 第 百 七 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 利 用 調 整 地 区 の 区 域 内 へ の 立 入 り の 認 定

市 第 百 七 十 一 条 第 四 項 及 び 第 五 項 の 規 定 に よ る 立 入 認 定 証 の 交 付 及 び 再 交 付

市 第 百 七 十 一 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 利 用 調 整 地 区 の 区 域 内 へ の 他 の 利 用 者 の 立 入 り の 認 定

打 第 百 七 十 二 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 公 示

市 第 百 七 十 四 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ る 認 可

叩 第 百 七 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 認 定 機 関 に 対 す る 報 告 の 徴 収 又 は 立 入 検 査 等 の 実 施

国一 」 対 滅 H 浦 日 山 中 3削 m E 袖 清 輝 灘 消 期 制 作 滑 制 畑 3 蓮 浦 日 山 中 巴 丑 一 第 百 六 十 九 条 第 八 項 」 品 川 一 第 百 六 十 九 条 第 九 項 」

一 円 四 片 δ ' E 中 骨 回 目 礼 町 叶 N ~ 川 「 ' E 中 目 。 骨 「 第 百 六 十 九 条 第 七 項 」 命 「 第 百 六 十 九 条 第 八 項 」 打 尽 官 Y E 中 号 目 。 時

コ 汁 「 ' E h 叩 邑 丑 「 第 百 六 十 九 条 第 六 項 」 時 「 第 百 六 十 九 条 第 七 項 」 打 尽 官 Y E 中 サ お 時 弓 什 「 d 耳 中 島 門 寸

「 及 び 第 五 項 」 品 川 高 一 - ? 「 同 項 第 二 号 の 行 為 」 時 「 同 項 第 二 号 及 び 第 三 号 に 規 定 す る 行 為 」 打 J 「 同 項 第 三 号 」

品 川 「 同 項 第 四 号 」 打 d 「 た い 積 土 石 」 時 「 堆 積 土 石 」 打 ' 「 、 同 項 第 六 号 の 行 為 並 び に 同 項 第 八 号 か ら 第 十 三 号

ま で の 行 為 」 時 「 並 び に 同 項 第 七 号 及 び 第 十 口 す か ら 第 十 六 口 す ま で に 規 定 す る 行 為 」 打 尽 与 d 「 及 び 当 該 許 可 に

係 る 条 件 の 付 加 」 尚 早 三 ア E 中 号 島 内 S 什 「 ' 点 叩 3 副 司 一 円 内 汁 3』 引 J V 一什 u q ロ 片 山 日 。

日 第 百 六 十 四 条 の 二 第 二 項 ( 同 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 公 示

臼 第 百 六 十 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 協 議 書 又 は 申 請 書 の 受 理

日 第 百 六 十 五 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 変 更 に 係 る 協 議 書 又 は 申 請 書 の 受 理

臼 第 百 六 十 五 条 第 九 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理

日 第 百 六 十 五 条 の 四 の 規 定 に よ る 公 園 事 業 の 休 廃 止 の 届 出 の 受 理

師 第 百 六 十 五 条 の 玉 第 二 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理

町 第 百 六 十 五 条 の 六 第 二 項 の 規 定 に よ る 公 告

回 第 百 六 十 五 条 の 七 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収 及 び 立 入 検 査 等 の 実 施

国一 」 山 畑 浦 H 浦 日 山 中 3 山 m E 湧 錦 部 滞 期 制 作 府 側 畑 3 蓋 猟 ∞ 中 丑 吉 伸 。 。 ~ 川 了 怠 品 川 町 。 ~ 川 了 古 品 川 町 ∞ 什 デ 主 仲 間 叶 什 了

』 m a 耳 打 開 汁 3 1 汁 三 円 辻 = u 仰 が 。

日 第 百 五 十 三 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 他 人 の 土 地 へ の 立 入 り 等 の 実 施

日 第 百 五 十 三 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 土 地 所 有 者 等 へ の 通 知

日 第 百 五 十 三 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ る 掲 示 及 び 公 示

国一 」 州 滅 回 漕 N 中 3州 m E 溌 絹 綿 滞 期 制 港 側 川 畑 3 蓮 獄 N 中 f s 仲 間 ω ~ 川 了 古 品 川 町 日 什 了 土 品 川 印 日 ~ 川 「 d さ 仲 間 。 ~ 川 了

出 品 町 品 。 ~ 川 了 ω ∞ 品 川 品 ∞ 汁 「 d 当 時 台 汁 「 d ω σ 品 川 怠 什 「 d E 中 ω m l u 「 実 地 調 査 の 実 施 」 品 川 「 他 人 の 土 地 へ の 立 入 り

の 実 施 」 行 界 官 ゾ E 中 丑 ω 町 内 品 目 什 「 ' ω 品 品 町 立 ~ H 「 ' ω ω 品 川 合 什 「 ' ω N 品 Z N ~ H 「 ' ω 戸 内 品 目 ~ 川 「 ' ω 。 品 町 品 。 ~ 川 「 ' 留 め

ω 。 ~ H 「 ' 出 品 町 ω ∞ 什 「 d 』 叩 δ 韮 一 什 府 庁 3 1 汁 川V F 什 u q E U W M V
c

訂 第 百 四 十 五 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 意 見 書 の 受 理

油一 」 鮒 瀦 H W加 N 中 3 山 m E 深 淵 訓 将 剛 湘 同 刑 制 作 府 側 泊 3 蓋 瀦 N h 叩 丑 日 時 ω ⑦ ~ 川 デ 自 品 川 ω m ~ H 了 N 印 品 川 信 ~ H T 立 時 ω ω ~ H T

N ω め ω N ~ リ 「 J M M 品 川 出 ~ 川 「 J 出 品 川 ω c ~ 川 「 J N C 品 川 出 ~ 川 「 J E 品 川 N ∞ ~ 川 「 J - ∞ 品 川 N ご 川 「 J コ 即 日 。 ~ 川 「 J 5 品 川 M m 什 「 J A

Q U 並 行 同 庁 3 1 汁 ew 一円 u q E M 仰 向 日 。

但 第 百 二 十 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 標 識 の 移 転 又 は 除 去 の 承 認

出 -」 鮒 鴻 H 鴻 N h 叩 見 ) 叫 m E 溌 綿 海 難 h m 羽 海 側 泊 見 ) 蓋 鴻 N 中 f E 品 川 N ω ~ H T エ 品 川 N N ~ H T ロ 品 川 N H ~ H T A 3 罫 一 H N 河

3 1 汁 - u - H 辻 = u 仰 向 日 。

日 第 百 二 十 六 条 の 二 第 三 項 ( 同 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 告 示

日 第 百 二 十 六 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ る 確 認

日 第 百 二 十 六 条 の 三 第 三 項 の 規 定 に よ る 認 定



ー o
 

4 4 哨 ロ N 有 ム 油 日 中 四 ( ゆ 爾 司 ) 剖 期 ミ主緬 bラ 加々

口 第 百 二 十 六 条 の 三 第 六 項 の 規 定 に よ る 変 更 の 確 認 又 は 認 定

日 第 百 二 十 六 条 の 三 第 九 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理

山 第 百 二 十 六 条 の 四 の 規 定 に よ る 認 定 の 取 消 し

加 第 百 二 十 六 条 の 玉 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収

油一 」 対 繊 同 瀦 N h 叩 3 山 m E 溌 論 部 剛 湘 出 削 朝 刊 滑 側 畑 3 蓮 瀦 ∞ 中 サ H N 礼町 H ω ~ 川 「 己 品川 H N 汁 「 ' H C 品 川 口 付 デ 。 礼 町 目 。 汁 了

∞ 品 川 ω ~ H 「 J 寸 時 ∞ ~ H 「 J 。 品 川 、 吋 什 「 J E 叩 叩 印 丑 「 及 び 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 条 件 の 付 加 」 め 歪 ? ア E 中 門 寸

印 時 ⑦ 什 「 d 品 3 内 庁 一 円 内 庁 3 1汁 J v ↑n u q E U 仰 向 い 。

5 第 百 二 十 一 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 木 竹 の 伐 採 の 方 法 等 の 指 定

国 一」 期 満 H 判 明 N h 叩 見 ) 叫 m E 抽 出 締 部 難 湘 相 浮 側 泊 見 ) 蓮 瀦 N h 叩 一 什 同 庁 、 ) 1 円 三 円 辻 = u仰 が 。

川 町 第 百 九 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 通 知 及 び 意 見 書 の 受 理

回 第 百 九 十 六 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 請 求 の 受 理

M m 第 百 九 十 六 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 補 償 額 の 決 定 及 び 請 求 者 へ の 通 知

出 一」 山 畑 潤 H 滴 N 中 3 山 畑 瀬 詳 N 六 回 附 設 期 制 作 庁 側 泊 3 細 細 川 林 海 減 措 3 議 潤 ω 叩 ⑦ 門 寸 「 第 四 十 三 条 第 二 項 」 品 川 「 第 四 十 一

条 第 二 項 」 打 尽 δ ' 耳 蓮 滅 ω 中 H 丑 一 第 五 条 第 九 項 」 品 川 一 第 五 条 第 六 項 目 」 打 尽 δ ' 耳 蓮 ↑ 円 突 3 、吋 ー中 品 三 = u円 以 。

十 六 日 本 農 林 規 格 等 に 関 す る 法 律 施 行 令 ( 昭 和 二 十 六 年 政 令 第 二 百 九 十 一 号 )

- 第 十 九 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 日 本 農 林 規 格 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 二 十

五 年 法 律 第 百 七 十 五 号 。 以 下 こ の 号 に お い て 「 法 」 と い う 。 ) 第 六 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 示

2 第 十 九 条 第 一一 項 第 二 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 六 十 一 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 命 令

( 1 の 指 示 に 係 る も の に 限 る 。 )

3 第 十 九 条 第 一 項 第 一 号 又 は 第 二 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 六 十 二 条 の 規 定 に よ る 公

表 ( 1 の 指 示 又 は 2 の 命 令 に 係 る も の に 限 る 。 )

4 第 十 九 条 第 一 項 第 五 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 六 十 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 立 入 検

査 及 び 質 問 の 実 施

十 七 食 品 表 示 法

- 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 示 ( 健 康 福 祉 部 長 の 専 決 事 項 を 除 く 。 )

2 第 六 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 命 令 ( 健 康 福 祉 部 長 の 専 決 事 項 を 除 く 。 )

3 第 七 条 の 規 定 に よ る 公 表 ( 健 康 福 祉 部 長 の 専 決 事 項 を 除 く 。 )

4 第 八 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ る 立 入 検 査 又 は 質 問 ( 健 康 福 祉 部 長 の 専 決 事 項 を 除 く 。 )

十 八 肥 料 取 締 法 ( 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 二 十 七 号 )

- 第 三 十 一 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に よ る 販 売 業 者 、 生 産 業 者 及 び 輸 入 業 者 に 対 す る 肥 料 の 譲 渡 及 び

引 渡 し の 制 限 及 び 禁 止 並 び に 肥 料 の 登 録 の 取 消 し

十 九 地 力 増 進 法 ( 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 三 十 四 号 )

- 第 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 立 入 調 査 の 通 知

二 十 米 穀 等 の 取 引 等 に 係 る 情 報 の 記 録 及 び 産 地 情 報 の 伝 達 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 十 一 年 法 律 第 二 十 六 号 )

- 第 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 勧 告

2 第 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 命 令 ( 1 の 勧 告 に 係 る も の に 限 る 。 )

3 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 立 入 検 査 の 実 施

二 十 一 主 要 食 糧 の 需 給 及 び 価 格 の 安 定 に 関 す る 法 律 ( 平 成 六 年 法 律 第 百 十 三 号 )

- 第 七 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 勧 告

2 第 七 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ る 命 令 ( 1 の 勧 告 に 係 る も の に 限 る 。 )

3 第 五 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 立 入 検 査 の 実 施

二 十 二 農 産 物 検 査 法 施 行 令 ( 平 成 七 年 政 令 第 三 百 五 十 七 号 )

- 第 五 条 第 一 項 第 八 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 農 産 物 検 査 法 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 四 十

四 号 。 以 下 こ の 号 に お い て 「 法 」 と い う 。 ) 第 二 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 業 務 規 程 の 変 更 の 命 令

第 五 条 第 一 項 第 九 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 二 十 二 条 の 規 定 に よ る 適 合 命 令

第 五 条 第 一 項 第 十 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 二 十 三 条 の 規 定 に よ る 改 善 命 令

第 五 条 第 一 項 第 十 一 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 二 十 四 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規

2
 

3
 

4
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定 に よ る 登 録 の 取 消 し

5 第 五 条 第 一 項 第 十 二 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 二 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 業 務 停

止 命 令

油 一」 糊 鴻 H 瀦 N 中 3 叫 州 糠 糠 相 片 鴻 難 湘 制 作 滑 側 泊 3 謹 一 円 突 3 ∞ 中 品 川 沿 ロ U 仰 向 山
。

十 一 日 本 農 林 規 格 等 に 関 す る 法 律 施 行 令

- 第 十 九 条 第 一 項 第 三 号 又 は 第 四 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 日 本 農 林 規 格 等 に 関 す る 法 律

( 以 下 こ の 号 に お い て 「 法 」 と い う 。 ) 第 六 十 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収 及 び 物 件 の 提 出 の 要

求
2 第 十 九 条 第 一一 項 第 六 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 七 十 条 第 一一 項 の 規 定 に よ る 申 出 の 受

付
3 第 十 九 条 第 一 項 第 六 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 七 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 調 査 の 実

施

十 二 食 品 表 示 法

1 第 八 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収 又 は 物 件 の 提 出 の 要 求 ( 健 康 の 保 護 及 び 増 進 を 図 る

た め に 必 要 な 食 品 に 関 す る 表 示 の 事 項 に 係 る も の を 除 く 。 )

2 第 十 二 条 第 一一 項 の 規 定 に よ る 申 出 の 受 付 及 び 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 調 査 ( 健 康 の 保 護 及 び 増 進 を 図

る た め に 必 要 な 食 品 に 関 す る 表 示 の 事 項 に 係 る も の を 除 く 。 )

十 三 肥 料 取 締 法

1 第 七 条 の 規 定 に よ る 普 通 肥 料 の 登 録

2 第 十 二 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 肥 料 業 者 登 録 証 の 有 効 期 間 の 更 新

3 第 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 生 産 業 者 、 販 売 業 者 等 に 対 す る 事 故 肥 料 の 譲 渡 の 許 可

十 四 農 薬 取 締 法 ( 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 八 十 二 号 )

- 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 販 売 業 者 の 届 出 の 受 理

十 五 植 物 防 疫 法 施 行 細 則 ( 昭 和 二 十 七 年 石 川 県 規 則 第 十 四 号 )

- 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 病 害 虫 防 除 員 任 免 の 承 認

十 六 米 穀 等 の 取 引 等 に 係 る 情 報 の 記 録 及 び 産 地 情 報 の 伝 達 に 関 す る 法 律

- 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収

十 七 主 要 食 糧 の 需 給 及 び 価 格 の 安 定 に 関 す る 法 律

- 第 五 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収

十 八 農 産 物 検 査 法 施 行 令

- 第 五 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 農 産 物 検 査 法 ( 以 下 こ の 号 に お い て 「 法 」

と い う 。 ) 第 十 六 条 の 規 定 に よ る 不 正 受 検 に 対 す る 処 置

2 第 五 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 検 査 機 関 の

登 録

3 第 五 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 十 七 条 第 七 項 又 は 第 八 項 の 規 定 に よ る

届 出 の 受 理

4 第 五 条 第 一 項 第 四 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 十 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法 第 十

七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 検 査 機 関 の 登 録 の 更 新

5 第 五 条 第 一 項 第 六 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 検 査 機 関 の

変 更 登 録

6 第 五 条 第 一 項 第 七 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 二 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 農 産 物 検 査

の 報 告 の 受 理

7 第 五 条 第 一 項 第 八 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 業 務 規 程

の 届 出 の 受 理

8 第 五 条 第 一 項 第 十 三 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 三 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴

収
第 五 条 第 一 項 第 十 四 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 三 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴9
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収
叩 第 五 条 第 一 項 第 十 五 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 三 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 立 入 調

査
日 第 五 条 第 一 項 第 十 六 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 三 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 立 入 調

査
ロ 第 五 条 第 一 項 第 十 七 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 三 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 出 の

受 理

日 第 五 条 第 一 項 第 十 七 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 三 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 調 査 及

び 措 置

泊 一」 糊 潤 H 鴻 N h 叩 見 ) 淵 瀬 非 凡 六 回 開 設 同 刑 制 作 滑 側 泊 見 ) 悼 岡 町 内 悩 酬 湘 見 ) 議 門 寸 浦 日 ー 叩 す m v 鴻 戸 叩 M 附 」 リ 品 川 主 ? 耳 糊 悼 陶 器 悩

滞 期 制 円 滑 制 帰 見 ) 蓋 号 満 ム 叩 す m v 鴻 口 叩 M 附 」 リ 品 川 高 一- ? 耳 糊 滴 詳 N 六 回 附 書 期 網 野 制 帰 3 榊 岡 部 副 叫 湘 3 華 同 Q ， 帥 岡 部 副

剛 湘 湘 州 判 円 滑 側 川 問 見 ) 益 見 ) 肉 汁 打 開 汁 見 ) 』 μ 三 円 〕 守 口 U 仰 向 日 。

農 林 水 産 部 長 専 決 事 項

家 畜 商 法 ( 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 八 号 )

第 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 家 畜 商 の 免 許 の

取 消 し 又 は 業 務 の 停 止 命 令

1
 

1
 

畜 産 振 興 ・ 防 疫 対 策 課 長 専 決 事 項

家 畜 商 法

第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 家 畜 商 の 免 許

第 四 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 家 畜 商 免 許

資 格 講 習 会 の 開 催

第 七 条 第 一 一 項 の 規 定 に よ る 家 畜 商 の 免 許 の

取 消 し

牧 野 法 ( 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 九 十 四 号 )

第 三 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 牧 野 管 理 規 程 の

認 可
第 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 牧 野 所 有 者 等 に

対 す る 牧 野 の 改 良 保 全 に 関 す る 指 示

第 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 牧 野 の 所 有 者 等

に 対 す る 牧 野 の 改 良 及 び 保 全 の 変 更 の 指 示

第 十 八 条 の 規 定 に よ る 牧 野 所 有 者 等 に 対 す

る 害 虫 の 駆 除 に 関 す る 指 示

養 蜂 振 興 法 ( 昭 和 三 十 年 法 律 第 百 八 十 号 )

第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 蜜 蜂 の 飼 育 の 届

出 の 受 理

第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 転 飼 養 蜂 の 許 可

第 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収 、 立

入 検 査 等

酪 農 及 び 肉 用 牛 生 産 の 振 興 に 関 す る 法 律

第 三 条 第 一 項 の 集 約 酪 農 地 域 の 指 定 の 申 請

第 四 条 第 一 一 項 の 規 定 に よ る 集 約 酪 農 地 域 の

指 定 の 変 更 申 請

第 五 条 の 規 定 に よ る 集 約 酪 農 振 興 計 画 の 変

更 申 請
第 七 条 の 規 定 に よ る 集 約 酪 農 計 画 の 公 告

第 九 条 の 規 定 に よ る 草 地 の 形 質 変 更 の 届 出

の 受 理
第 十 条 及 び 第 十 一 条 の 規 定 に よ る 酪 農 事 業

施 設 の 設 置 の 承 認 及 び 届 出 の 受 理

第 十 二 条 の 規 定 に よ る 酪 農 事 業 施 設 の 変 更

2
 

3
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

酪 農 及 び 肉 用 牛 生 産 の 振 興 に 関 す る 法 律 ( 昭

和 二 十 九 年 法 律 第 百 八 十 二 号 )

- 第 二 条 の 三 の 規 定 に よ る 県 酪 農 ・ 肉 用 牛 生

産 近 代 化 計 画 の 作 成 等

四
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6
 

7
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1
 家 畜 取 引 法 ( 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 二 十 三 号 )

第 三 条 の 規 定 に よ る 家 畜 市 場 の 登 録

第 十 八 条 の 規 定 に よ る 家 畜 市 場 の 登 録 の 取

消 し 及 び 開 場 の 停 止 命 令

第 十 八 条 の 二 の 規 定 に よ る 家 畜 取 引 の 業 務

の 停 止 命 令

第 十 九 条 の 規 定 に よ る 市 場 再 編 整 備 地 域 の

指 定
第 二 十 三 条 の 規 定 に よ る 市 場 再 編 整 備 地 域

の 指 定 の 解 除

2
 

3
 

4
 

5
 

四 畜 産 経 営 の 安 定 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 三 十 六 年

法 律 第 百 八 十 三 号 )

- 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 第 一 号 対 象 事 業

者 の 指 定

第 十 三 条 の 規 定 に よ る 指 定 の 解 除2
 

五 石 川 県 乳 用 種 雌 牛 貸 付 規 則 ( 昭 和 二 十 八 年 石

川 県 規 則 第 三 十 九 号 )

緬 期 』 w
 

bラ 加々 ミ主

五

の 承 認

8 第 十 三 条 の 規 定 に よ る 指 定 地 域 に お け る 酪

農 事 業 施 設 の 届 出 の 受 理 及 び 勧 告

9 第 十 四 条 の 規 定 に よ る 事 業 の 開 始 等 の 届 出

の 受 理

叩 第 十 八 条 の 規 定 に よ る 生 乳 等 取 引 契 約 書 の

届 出 の 受 理 及 び 生 乳 等 の 取 引 の 改 善 勧 告

日 第 二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収

及 び 検 査 の 実 施

家 畜 取 引 法

1 第 九 条 及 び 第 十 条 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理

2 第 十 五 条 の 規 定 に よ る 家 畜 売 買 の 方 法 の 許

可
3
 

第 二 十 九 条 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収 及 び 検

査 の 実 施

養 鶏 振 興 法 ( 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 四 十 九 号 )

1 第 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 標 準 鶏 の 認 定

2 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る ふ 化 業 者 の 登 録

3 第 七 条 第 二 項 及 び 第 八 条 の 規 定 に よ る ふ 化

場 の 確 認

4 第 十 四 条 の 規 定 に よ る 登 録 ふ 化 業 者 に 対 す

る 措 置 命 令

5 第 十 六 条 の 規 定 に よ る 立 入 検 査 等 の 実 施

七 畜 産 経 営 の 安 定 に 関 す る 法 律

- 第 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 の 公 示

2 第 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 業 務 規 程 の 変

更 の 届 出 の 受 理

3 第 二 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収

及 び 検 査 の 実 施

八 畜 産 経 営 の 安 定 に 関 す る 法 律 施 行 令 ( 昭 和 三

十 六 年 政 令 第 三 百 八 十 七 号 )

- 第 五 条 の 規 定 に よ る 加 工 原 料 乳 の 数 量 の 認

定

一
」

ノ
、

九 石 川 県 家 畜 人 工 授 精 師 免 許 講 習 会 規 程 ( 昭 和

二 十 六 年 石 川 県 告 示 第 七 十 二 号 )

- 第 二 条 の 規 定 に よ る 講 習 会 の 開 催

2 第 七 条 の 規 定 に よ る 受 講 者 の 決 定

3 第 九 条 の 規 定 に よ る 受 講 禁 止 措 置

4 第 十 一 条 の 規 定 に よ る 修 業 試 験 合 格 証 明 書

の 交 付

石 川 県 乳 用 種 雌 牛 貸 付 規 則

第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 乳 用 種 雌 牛 の 無

十
1
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1
 

第 十 一 条 の 規 定 に よ る 借 受 人 の 賠 償 責 任 の

有 無 の 判 定

六 石 川 県 種 畜 貸 付 規 則

則 第 五 十 四 号 )

1 第 十 一 条 の 規 定 に よ る 借 受 人 の 賠 償 責 任 の

有 無 の 判 定

( 昭 和 二 十 六 年 石 川 県 規

七 石 川 県 肉 用 雌 牛 貸 付 規 則

県 規 則 第 四 十 九 日 方 )

- 第 十 条 の 規 定 に よ る 借 受 人 の 賠 償 責 任 の 有

無 の 判 定

( 昭 和 四 十 一 年 石 川

緬 期 ミ主bラ 加々

償 貸 付 の 決 定

2 第 九 条 の 規 定 に よ る 飼 育 管 理 者 変 更 の 許 可

3 第 二 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 貸 付 雌 牛 の 無

償 譲 与 の 決 定

4 第 二 十 一 条 の 規 定 に よ る 雌 子 牛 の 譲 渡 の 許

可
5 第 二 十 三 条 の 規 定 に よ る 貸 付 許 可 の 取 消 し

及 び 雌 牛 の 返 納 命 令

十 一 石 川 県 種 畜 貸 付 規 則

- 第 六 条 第 一一 項 の 規 定 に よ る 種 畜 の 無 償 貸 付

の 決 定

2 第 八 条 の 規 定 に よ る 借 受 人 に 対 す る 必 要 な

指 示

3 第 九 条 の 規 定 に よ る 種 畜 の 管 理 場 所 又 は 管

理 者 の 変 更 承 諾

十 二 石 川 県 肉 用 雌 牛 貸 付 規 則

第 七 条 の 規 定 に よ る 貸 付 け 等 の 諾 否 の 通 知

第 十 一 条 の 規 定 に よ る 雌 牛 の 返 納 の 命 令

1
 

2
 

十 三 石 川 県 種 畜 検 査 条 例 ( 昭 和 三 十 三 年 石 川 県

条 例 第 十 三 号 )

1 第 五 条 の 規 定 に よ る 検 査 の 実 施 及 び 種 畜 検

査 員 の 任 命

2 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 種 畜 証 明 書 の 交

↓ 寸

3 第 九 条 第 一一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ る 種 畜

証 明 書 の 効 力 の 取 消 し 又 は 停 止 及 び 停 止 の 解

除
石 川 県 蜜 蜂 転 飼 取 締 条 例 ( 昭 和 二 十 五 年 石

川 県 条 例 第 十 七 号 )

- 第 三 条 の 規 定 に よ る 転 飼 の 許 可

2 第 四 条 の 規 定 に よ る 許 可 事 項 の 変 更 の 命 令

3 第 七 条 の 規 定 に よ る 巣 箱 の 撤 去 の 命 令

十 五 家 畜 伝 染 病 予 防 法 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百

六 十 六 号 )

1 第 四 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 届 出 伝 染 病 の 届

出 の 報 告 及 び 通 報

2 第 四 条 の 二 第 四 項 の 規 定 に よ る 新 疾 病 の 発

生 の 報 告 及 び 通 報

3 第 四 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ る 家 畜 の 所 有

者 に 対 す る 新 疾 病 の 検 査 命 令 及 び 同 条 第 六 項

の 規 定 に よ る 公 示

4 第 五 条 第 一一 項 の 規 定 に よ る 家 畜 の 所 有 者 に

対 す る 監 視 伝 染 病 の 発 生 予 防 又 は 発 生 予 察 の

た め の 検 査 命 令 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る

十 四
公 刀て
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八 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全

性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律

- 第 七 十 一 条 の 規 定 に よ る 医 薬 品 等 の 製 造 販

売 業 者 又 は 医 療 機 器 の 修 理 業 者 に 対 す る 医 薬

品 等 の 検 査 命 令 ( 動 物 に 係 る も の に 限 る 。 )

2 第 七 十 二 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 薬 局 開 設 者

等 に 対 す る 構 造 設 備 の 改 善 命 令 又 は 施 設 の 使

用 の 禁 止 命 令 ( 動 物 に 係 る も の に 限 る 。 )

3 第 七 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 医 薬 品 等 の

製 造 販 売 業 者 若 し く は 製 造 業 者 又 は 医 療 機 器

の 修 理 業 者 に つ い て 同 条 第 一 項 の 処 分 が 行 わ

れ る 必 要 が あ る 旨 の 農 林 水 産 大 臣 に 対 す る 具

申 ( 動 物 に 係 る も の に 限 る 。 )

九 飼 料 の 安 全 性 の 確 保 及 び 品 質 の 改 善 に 関 す る

法 律 ( 昭 和 二 十 八 年 法 律 第 三 十 五 号 )

- 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 飼 料 等 の 廃

棄 又 は 回 収 の 命 令

緬 期 』 '" bラ 加々 ミ主

第 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 検 査 結 果 の 報 告

第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 家 畜 の 所 有 者 に

対 す る 特 定 疾 病 又 は 監 視 伝 染 病 の 発 生 の 予 防

の た め の 注 射 等 の 命 令 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定

に よ る 公 示

7 第 十 二 条 の 二 の 規 定 に よ る 特 定 疾 病 又 は 監

視 伝 染 病 の 発 生 予 防 の た め に と っ た 措 置 の 報

告 及 び 通 報

8 第 十 三 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 患 畜 等 の 公 示 、

報 告 及 び 通 報

9 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 家 畜 の 殺 処 分 の 命 令

叩 第 二 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 病 性 鑑 定 の た

め の 疑 似 患 畜 の 殺 処 分 命 令

日 第 三 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 家 畜 伝 染 病

の ま ん 延 防 止 の た め の 家 畜 等 の 移 動 の 禁 止 又

は 制 限 の 命 令

ロ 第 三 十 四 条 の 規 定 に よ る 家 畜 伝 染 病 の ま ん

延 防 止 の た め の 放 牧 等 の 停 止 又 は 制 限 の 命 令

口 第 三 十 五 条 の 規 定 に よ る 家 畜 伝 染 病 の ま ん

延 防 止 の た め に と っ た 措 置 の 報 告 及 び 通 報

十 六 石 川 県 家 畜 伝 染 病 ま ん 延 防 止 規 則 ( 昭 和 三

十 九 年 石 川 県 規 則 第 五 十 五 号 )

- 第 五 条 の 規 定 に よ る 禁 止 、 停 止 又 は 制 限 の

告 示

十 七 蜜 蜂 に つ い て の 腐 姐 病 の ま ん 延 防 止 に 関 す

る 規 則 ( 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 規 則 第 二 十 一 号 )

1 第 五 条 の 規 定 に よ る 県 内 に お け る 移 動 の 制

限

十 八 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安

全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律

- 第 三 十 六 条 の 八 第 二 項 の 規 定 に よ る 医 薬 品

の 販 売 又 は 授 与 に 従 事 し よ う と す る 者 の 登 録

( 動 物 に 係 る も の に 限 る 。 )

2 第 七 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ る 不

良 又 は 不 正 表 示 の 医 薬 品 等 の 廃 棄 そ の 他 の 措

置 の 命 令 等 ( 動 物 に 係 る も の に 限 る 。 )

5
 

6
 

十 九 飼 料 の 安 全 性 の 確 保 及 び 品 質 の 改 善 に 関 す

る 法 律

1 第 三 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 品 質 表 示 事

項 及 び 遵 守 事 項 の 指 示

第 五 十 条 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ2
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る 販 売 業 者 の 届 出 の 受 理

3 第 五 十 五 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に よ る

報 告 の 徴 取

二 十 家 畜 排 せ つ 物 の 管 理 の 適 正 化 及 び 利 用 の 促

進 に 関 す る 法 律

1 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 畜 産 業 を 営 む 者

に 対 す る 管 理 基 準 を 遵 守 す べ き 旨 の 勧 告

2 第 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 勧 告 に 係 る 措 置

の 実 施 命 令

3 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 処 理 高 度 化 施 設

整 備 計 画 の 認 定

4 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 処 理 高 度 化 施 設

整 備 計 画 の 変 更 の 認 定

5 第 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 処 理 高 度 化 施 設

整 備 計 画 の 認 定 の 取 消 し

6 第 十 三 条 の 規 定 に よ る 処 理 高 度 化 施 設 整 備

計 画 の 実 施 状 況 の 報 告 の 徴 収

十 家 畜 排 せ つ 物 の 管 理 の 適 正 化 及 び 利 用 の 促 進

に 関 す る 法 律 ( 平 成 十 一 年 法 律 第 百 十 二 号 )

第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 計 画 の 策 定1
 

出 一」 山 川 瀦 H 滅 N 中 3 叫 州 瀬 非 凡 六 岡 繋 湘 制 作 対 側 畑 3 同細 川 祢 桝 時 剛 湘 3 議 門 寸 滅 。 中 礼 町 滅 寸 ー中 ~ 川 了 満 ω 中 N l u 「 を 受 け る

者 と の 協 議 」 時 恐 -3 J E 蓮 司 瀦 ω 中 内 滅 。 中 ~ 川 了 満 ム 中 3 内汁↑ n 阿汁 3 H 中 品 川 沿 ロ 片 山 ω 。

五 農 業 用 た め 池 の 管 理 及 び 保 全 に 関 す る 法 律 ( 平 成 三 十 一 年 法 律 第 十 七 号 )

- 第 六 条 の 規 定 に よ る 農 業 用 た め 池 の 管 理 上 必 要 な 措 置 を 講 ず べ き 旨 の 勧 告

2 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 定 農 業 用 た め 池 の 指 定

3 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 定 農 業 用 た め 池 の 防 災 工 事 の 施 行 の 命 令

4 第 十 一 条 第 一一 項 の 規 定 に よ る 特 定 農 業 用 た め 池 の 防 災 工 事 の 代 執 行 の 決 定

5 第 十 五 条 第 一一 項 の 規 定 に よ る 特 定 農 業 用 た め 池 の 施 設 管 理 権 の 設 定 に 関 す る 裁 定

6 第 十 六 条 第 一一 項 ( 第 十 七 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 特 定 農 業 用 た め 池 の

施 設 管 理 権 の 設 定 に 関 す る 関 係 市 町 長 へ の 通 知

7 第 十 七 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 特 定 農 業 用 た め 池 の 施 設 管 理 権 の 存 続 期 間 延 長 に 関 す る 裁 定

出 一」 糊 鴻 H 潤 N h 叩 見 ) 叫 畑 冊 細 川 林 桝 障 剛 湘 同 刑 判 円 滑 側 泊 見 ) 蓋 門 寸 滅 印 加 叩 品 町 滅 。 叩 ~ は 「 d 減 品 叩 3 肉 汁 一 円 内 庁 3 H 叩 品 川 〕 守 口 片 山 日 。

五 農 業 用 た め 池 の 管 理 及 び 保 全 に 関 す る 法 律

- 第 四 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 公 表

2 第 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 特 定 農 業 用 た め 池 の 指 定 に 関 す る 関 係 市 町 長 の 意 見 の 聴 取

出 -」 対 潜 H 満 N 中 3 州 湘 非 凡 六 同 附 繋 期 制 作 滑 側 畑 3 同 細 川 郁 刈 品 川 剛 湘 3 蓮 N 向 。 A 雨 脚 糠 刈 ゆ 滞 期 制 港 側 泊 3 蓮 品 町 E 3 4 E 山 府 汁

斗 A 暫 期 制 作 府 側 畑 3 関 崎 難 3 謹 一 円 内 庁 、 ) H h 叩 停 泊 =u 向 。 。

九 所 有 者 不 明 土 地 の 利 用 の 円 滑 化 等 に 関 す る 特 別 措 置 法 ( 平 成 三 十 年 法 律 第 四 十 九 号 )

- 第 六 条 の 規 定 に よ る 特 定 所 有 者 不 明 土 地 へ の 立 入 許 可

2 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 障 害 物 の 伐 採 等 の 許 可

3 第 十 二 条 第 一一 項 及 び 第 二 項 ( 第 十 九 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 裁 定 申 請

の 却 下
第 十 三 条 第 一一 項 の 規 定 に よ る 士 地 使 用 権 等 の 取 得 の 裁 定

第 十 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 土 地 等 使 用 権 の 存 続 期 間 の 延 長 の 裁 定

第 二 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 土 地 使 用 権 等 の 譲 渡 の 承 認

第 二 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 裁 定 の 取 消 し

第 二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 原 状 回 復 命 令

第 二 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 原 状 回 復 の 代 執 行 の 決 定

第 二 十 九 条 第 一 項 及 び 第 二 項 ( こ れ ら の 規 定 を 第 三 十 七 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

10
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規 定 に よ る 裁 定 申 請 の 却 下

日 第 三 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 収 用 適 格 事 業 の た め の 特 定 所 有 者 不 明 土 地 の 収 用 又 は 使 用 に つ い て の

裁 定

ロ 第 三 十 七 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 都 市 計 画 事 業 の た め の 特 定 所 有 者 不 明 土 地 の 収 用 又 は 使 用 に つ い て の

裁 定

国 一 」 糊 滴 H 瀦 N 叩 見 ) 山 m 陣 随 灘 南 側 判 円 滑 側 泊 見 ) 議 瀦 N 叩 N f 「 第 十 一 条 及 び 」 J 「 そ れ ぞ れ 」 N N Q 「 変 更 等 の 届 出

( 土 木 総 合 事 務 所 長 の 専 決 事 項 を 除 く 。 ) 及 び 」 品 2 3 d E 議 号 満 品 中 州 歪 ? 滅 ω ー中 品 川 獄 品 中 汁 了 滅 。 中

M 7 0 瀦 エ 中 川 附 」 リ ， 品 川 回 中 4 0 落 。 l 庁 弓 d 耳 蓋 打 野 3 H 中 品 川 u g u 仰 が 。

十 四 所 有 者 不 明 士 地 の 利 用 の 円 滑 化 等 に 関 す る 特 別 措 置 法

- 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 障 害 物 の 確 知 所 有 者 へ の 意 見 の 聴 取 の 実 施

2 第 七 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 障 害 物 の 伐 採 等 の 許 可

3 第 十 一 条 第 二 項 及 び 第 三 項 ( こ れ ら の 規 定 を 第 十 九 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定

に よ る 関 係 行 政 機 関 等 へ の 意 見 の 聴 取 の 実 施

4 第 十 一 条 第 四 項 ( 第 十 九 条 第 二 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 公 告 及 び

縦 覧 の 実 施

5 第 十 一 条 第 五 項 ( 第 十 九 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 確 知 所 有 者 等 へ の 通

知
6 第 十 三 条 第 四 項 ( 第 十 九 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 収 用 委 員 会 の 意 見 の

聴 取 の 実 施

7 第 二 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 徴 収 及 び 立 入 検 査 等

8 第 二 十 八 条 ( 第 三 十 七 条 第 二 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 裁 定 申 請 の

公 告 、 縦 覧 等 の 実 施

9 第 三 十 条 第 一 項 ( 第 三 十 七 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 裁 定 手 続 の 開 始 の

決 定 等

日 第 三 十 二 条 第 四 項 ( 第 三 十 七 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 収 用 委 員 会 の 意

見 の 聴 取 の 実 施

日 第 三 十 六 条 第 一 項 ( 第 三 十 七 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 立 入 調 査 の 実 施

主 州 灘 H 鴻 N 叩 3 糊 仲 汁 繋 湘 羽 海 側 泊 3 鴻 潜 常 的 措 3 蓋 鴻 ム 叩 f N 品 川 ω ~ H T 同 品 川 N ~ 川 デ 命 令 ) 志 一 円 同 庁 3 1汁

J v ↑ n u q E U 仰 が 。

- 第 十 一 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 家 賃 債 務 保 証 業 者 の 指 定

国 一 」 期 満 N 荊 議 事 湘 3 川 畑 門 寸 獄 5 叩 め 油 口 叩 汁 了 油 口 明 叩 M 7 0 潤 H m h 叩 M 附 」 川 d 品 川 H 叩 斗 μ
心 情 相 EU I 2 戸 耳 畑 鴻 H N m V 門 寸

「 毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 」 3 I 2 H 「 ( 毒 物 又 は 劇 物 の 販 売 業 に 係 る も の に 限 る 。 ) 」 品 S E N d 耳 叩 H 門 寸 「 第 四 項 」

品 川 「 第 三 項 」 打 尽 $ d 「 毒 物 又 は 劇 物 の 販 売 業 の 」 品 川 歪 ? E h 叩 印 同 O A O 丑 「 毒 物 又 は 劇 物 の 販 売 業 者 に 対 す

る 」 品 川 歪 ? E 畑 号 満 ロ 中 め 獄 Z 中 什 「 ' 滅 。 中 1 7 0 滅 = 中 川 付 ベ リ 品 川 回 中 斗 M G 論 。 ー ヨ 戸 滅 ∞ 中 3 野 打 野 3 H 中

品 川 u q ロ U 仰 向 山 。

九 健 康 増 進 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 ( 平 成 三 十 一 年 厚 生 労 働 省 令 第 十 六 号 )

- 附 則 第 二 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 喫 煙 可 能 室 設 置 施 設 の 届 出 の 受 理

2 附 則 第 二 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 喫 煙 可 能 室 設 置 施 設 の 変 更 の 届 出 の 受 理

3 附 則 第 二 条 第 八 項 の 規 定 に よ る 喫 煙 可 能 室 設 置 施 設 の 廃 止 の 届 出 の 受 理

凶 ニ 糊 滅 N E 壬 E 溌 荊 融 」 川 い ¥ 、 ー ヨ h m a 畑 滴 N h 叩 H 丑 「 同 項 第 二 号 の 」 品 川 「 同 項 第 二 号 及 び 第 三 号 に 規 定 す る 」

一 ρ 「 同 項 第 三 号 」 品 川 「 同 項 第 四 号 」 一 ρ 「 た い 積 土 石 」 品 川 「 堆 積 土 石 」 ↑ ? 「 、 同 項 第 六 号 の 行 為 、 同 項 第 九

号 の 行 為 、 同 項 第 十 号 の 行 為 並 び に 同 項 第 十 二 号 の 」 品 川 「 並 び に 同 項 第 七 号 及 び 第 十 口 す か ら 第 十 六 号 ま で に 規

定 す る 」 打 痔 官 ゾ 「 及 び 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 条 件 の 付 加 」 品 川 主 ? 耳 淵 瀬 詳 欝 ゆ 制 縦 割 湘 3 畑 号 満 巳 叩 め

浦 N c h 叩 什 デ 鴻 ∞ 叩 M 7 0 獄 呂 叩 附 」 川
4

品 川 同 市 叩 叱 Q 難 。 1 2 戸 耳 泊 湖 、 吋 ー 叩 N f 「 を 受 け る 者 と の 協 議 」 品 川 「 の 委 託 」

打 痔 δ ' 耳 畑 丑 獄 、 吋 ー 叩 め 滅 ∞ 叩 什 了 独 ム 叩 1 7 0 滴 ⑦ 中 川 附 」 リ 品 川 H h 叩 斗 μ O 話 。 ー ヨ 戸 滅 ω 叩 3 肉 汁 ↑ 円 資 3 H h 叩 品 川 沿 ロ

片 山 い 。
四 農 業 用 た め 池 の 管 理 及 び 保 全 に 関 す る 法 律



-c。 4 4 哨 ロ N 有 ム 油 日 中 四 ( ゆ 爾 司 ) 剖 期 加々緬 bラ

第 四 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ る 農 業 用 た め 池 の 届 出 の 受 理

第 四 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 国 又 は 市 町 に 対 す る た め 池 の 情 報 提 供 の 要 求

第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 定 農 業 用 た め 池 の 保 全 に 影 響 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 行 為 に 関 す る 許 可

第 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 特 定 農 業 用 た め 池 の 保 全 に 影 響 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 行 為 に 関 す る 国 又 は

地 方 公 共 団 体 と の 協 議

5 第 九 条 第 一 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に よ る 特 定 農 業 用 た め 池 の 防 災 工 事 に 関 す る 計 画 の 届 出 の 受 理

6 第 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 特 定 農 業 用 た め 池 の 防 災 工 事 に 関 す る 計 画 の 変 更 の 命 令

7 第 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 特 定 農 業 用 た め 池 の 防 災 工 事 を 計 画 に 従 っ て 施 行 す べ き 旨 の 命 令

8 第 十 八 条 第 一 一 項 の 規 定 に よ る 農 業 用 た め 池 の 管 理 の 状 況 に 関 す る 報 告 徴 収 及 び 立 入 調 査

9 第 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 他 人 の 占 有 す る 土 地 の 立 入 調 査

日 附 則 第 二 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ る 既 存 農 業 用 た め 池 の 届 出 の 受 理

日 附 則 第 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 既 存 農 業 用 た め 池 の 届 出 の 催 告

ロ 附 則 第 二 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 既 存 農 業 用 た め 池 に 関 す る 市 町 か ら の 通 知 の 受 理

出 一」 叫 州 浦 日 山 川 庁 斗 パ 欝 ゆ 例 制 湖 沼 湘 3 畑 滅 同 訓 - M Y 浦 日 山 中 岡 C A 滅 ω 品 - H 門 寸 一 ( 知 事 の 許 可 に 係 る 建 設 業 者 の も の に 限

る 。 ) 」 礼 町 歪 向 日 。

至 酒 一 」

H 3 型 一 吟 E d 品 吋 胡 ロ N 雨明 h H 」 4 H E M 7 0 高 司 斗 向 山 。

1
 

2
 

3
 

4
 

削 工 一 満 州 一 一 吾 浦 戸 市叩 3 珍 糊 吟 時

削 工 一 滴 吟 時 刊 円 滑 重 ( Z E川 口 N m 抑 制 ヱ 一 滴 冷 車 減 ω N h 叩 ) 滅 品 冷 潤 N 畑 打 討 τぺ 橋 通 J 寸 向 日 耳 冷 車 潤 N 治 減 N 泊 汁 同 「 嚇 3 油

尚 一 円 1 門 戸 内 汁 見 ) 什 討 。 滴 } 寸 志 、 υ 道 切 満 岡 C 向 参 議 書 布 何 時 繭 時 措 3 替 相 樹 附 忠 一 円 嵐 山 川 「 ぺ 砂 山 府 「 汁 。

4 4 哨 ロ 日 山 雨 明 ム 泊 E E

削 ヱ 一 滴 立 制 タト今え H  

剖 三 冊 型 一 珍 瀦 コ 訓

司

叶
サ

議正

訓 ヱ 一 滴 信 州 粉 油 商 ( E 出 ぎ ω ω 雨 明 剖 刷 工一 類 型 一A W 司 獄 。 叩 ) 3 l 書 札 町 内 汁 3 L ハ ヨ 円 四 片 岡 斗 か 。

今 山 E N 雨明 ω 」 4 2 由

剖 ヱ 一 } 畑 違 例

出 -」 糊 潤 H 鴻 N h 叩 見 ) 叫 m 浦 河 前 洋 出町 古 糊 制 作 庁 側 泊 見 ) 桝 側 説 明 榊 酬 湘 見 ) 議 潤 ω H 叩 f N 品川 ω ~ H 「

非 同 測

H 3 界 一 円 内 庁 、 ) 1 汁 - w - H u g h w

ヰえ

か 。

第 二 十 三 条 第 三 項 ( 第 二 十 四 条 の 四 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 公 表

国一 」 州 滅 回 漕 N 中 3 州 制 例 制 強 除 滞 期 制 港 側 川 畑 3 蓮 獄 N C 中 号 。 品 町 吋 什 了 ω 品 川 ⑦ 什 了 品 内 ω ~ 川 「 d ω 品 町 品 什 「

N 品町 ω ~ 川 「 d 同 品 川 N ~ 川 「 d 占 印 、 ) 耳 打 内 庁 3 1汁 三 n u q E U 仰 が 。

- 第 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 厚 生 労 働 大 臣 へ の 報 告

油 一」 山 川 猟 H 川 相 川 山 中 3 州 淵 例 議 除 難 湘 制 作 府 側 H 湖 3 蓋 打 野 3 H h 叩 品 川 沿 ロ U W 仰い。

三 十 石 川 県 動 物 愛 護 管 理 員 の 設 置 に 関 す る 条 例 ( 令 和 二 年 石 川 県 条 例 第 十 八 号 )

- 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 動 物 愛 護 管 理 員 の 任 命

国 一」 糊 潤 H 滴 N 叩叩 3 湘 澗 詳 N 六 陶 磁 h m 羽 海 側 畑 3 陣 同 町 部 副 描 3 謹 吾 川加 ω 中 岡 O A 滴 品 叩 品 川 歪 ? 耳 山 畑 陣 同 町 呂 町 四 酬 湘 同 州

側 判 円 滑 制 泊 3 蓋 号 満 N h 叩 N N O 内 灘 ω 叩 品 川 耳 一 」 内 γ

。

泊 -」 叫 州 灘 H 鴻 N 叩 叩 円 守 山 川 汁 斗 パ 設 期 制 円 滑 川 判 泊 3 悶 肘 尚 剛 湘 円 。 蓮 滴 N 叩 同 竹 寸 「 第 十 九 条 の 玉 」 品 川 「 第 十 九 条 の 六 第 一 項 及

び 第 二 項 」 干 円 四 片 町 ヴ d 耳 叩 丑 品 命 。 ~ H 「 J ω 即 日 作 「 J N 品 川 品 什 「 J H Q ) 同 庁 一 円 突 3 1 汁 三 円 辻 = 片 山 い 。

2 第 十 九 条 の 六 第 三 項 の 規 定 に よ る 公 表

3 第 十 九 条 の 六 第 四 項 の 規 定 に よ る 発 注 者 に 対 す る 報 告 又 は 資 料 の 提 出 の 要 求

浬 対 澗 H 潤 日 山 中 3 糊 汁 斗 パ 繋 期 制 作 滑 側 畑 3 開 油 描 3 議 浦 日山 中 打 同 庁 3 1 汁 三 円 当 u 仰 が 。

第 四 十 一 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 建 設 資 材 製 造 業 者 等 に 対 す る 勧 告

2
 

7
 

ミ主
温

薄

切陣



令和 2年 4月 24日(金曜日) 石川県 公報 号 外 19

∞ 撚固十 1~米G' 1 1 撚 11 町、 Q 根拠己吋l{à<~111曜

⑦ 撚固十 |全保G'1 1 撚川 町、 Q 寝耳制上1 -4l{à官製組娼主義時細事桜井早緋土41安ヤトO~4p-

2 線国十 |保G'1 1 線田町、G'蝦{回以-4l{à自慢結婚llKt:瑞相事桜井早割w~:I交いの5挙事室経嬰再認\:l判 Fく:125桝

別表第 1第 2号の表監理課長専決事項の欄第 2号中 7を9とし、 6を8とし、 5を7とし、 4を6とし、 3

を5とし、 2の次に次のように加える。

の 組E十--\J吋~G' 1 1 燃 1 1邸主心感川邸側下ノ G'$里{回以吋l{à需~)a

ザ撚十--\J吋~G' 1 1 1 ~ 1 1腎 Q騒{\!;i~-4l{à稲官

別表第 1第2号の表土木部長専決事項の建築住宅課の欄第22号5中「組長川十111<<*Jを「緑川十<<<*Jに改め、

同号6中「燃111十gj<<*J を 「感 111 +~<<*J に改める。

別表第2の土木総合事務所長の項第51号18中「緑川十峨燃 11罫(燃川十 1~無線 11 邸」を「総川十同峨燃 1 1罫

(燃川十4く《燃11邸」に改め、同号19中「総川十《組長川邸(華民111+1 ~様様 1 1 郎」を「燃川十同《組長川邸(組長川

十K保母~1 1邸」に改め、同号20中「燃川十11 <<*Jを「牒川十平<<*Jに改め、同号21中「総111+K様燃11廊」を

「総固十|婿総11廊Jに改め、同号22中「総川十--¥J<<*Jを「撚固十11様」に改め、同号23中「緑川十く峨Jを

|首長田十111<<*Jに改める。

附則

この訓令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第 1の改正規定(第 2号の表健康福祉部長専決事項の薬事衛生課の欄及び薬事衛生課長専決事項の

欄に係る部分に限る。) 令和 2年 6月 1日

(2) 別表第 1の改正規定(第 2号の表農林水産部長専決事項の生産流通課の欄及び生産流通課長専決事項の

欄に係る部分に限る。) 令和 2年 6月21日

(3) 別表第 1の改正規定(第 2号の表土木部長専決事項の監理課の欄及び監理課長専決事項の欄に係る部分

に限る。) 令和 2年10月 1日

(4) 別表第 1の改正規定(第 2号の表土木部長専決事項の建築住宅課の欄に係る部分に限る。)及び別表第

2の改正規定 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第

4号)附則第 1条第 2号に掲げる規定の施行の日

石川県司1[令第12号の公表公告

石川県公告式条例(昭和25年石川県条例第32号)第4条第 2項において準用する同条例第 2条第 2項ただし書の規

定により、次のとおり県庁前の掲示場及び総務部行政経営課の執務室前に掲示して公表した。

令和 2年 4月24日

石川県知事 谷 本 正 憲

石川県訓令第12号

庁

出

中

先 機

般

関

グ、ルーフ。市iJに関する運営規程(平成17年石川県訓令第11号)の一部を次のように改正する。

令和 2年 3月31日

石川県知事 谷 本 正 憲

別表第 1危機管理監室の部危機対策課の項中「防災グループ、危機管理グ、ループ」を 「危機管理グ、ループ、

防災対策ク守ループ、自主防災推進グループJに改め、同表健康福祉部の部医療対策課の項中「、県立病院グルー

プ」を削り、同部健康推進課の項中 「、感染症対策グ、ループ」を削り、同表少子化対策監室の部子育て支援担

当の項中「保育グループ」を「保育人材グループ、保育施設グループ」に改め、同表生活環境部の部廃棄物対

策課の項中「廃棄物対策課」を「資源循環推進課」に、「循環型社会推進ク守ループ」を「企画管理グループ、

資源循環グ、ループ」に改め、同表観光戦略推進部の部国際交流課の項中「企画推進ク守ループ」を「多文化共生

ク守ループj に改め、同表農林水産部の部農業政策課の項中「農政推進グループj の次に「、消費安全グループj

を加え、「、河北潟干拓地振興グループJを削り、同部中
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| 脚 ル ー プ企画一一プーかープ流通附ループ 1，
畜産振興グループ | 

11生産流通課 |管理グループ、企画普及グループ、生産振興グループ、流通支援グループ I I~ 
|畜産振興・防疫対策課|管理グループ、振興グループ、安全対策グループ IJ町」

改め、同部農業安全課の項を削り、同表土木部の部都市計画課の項中「区画整理グループ」の次に 「、流域経

営グ、ループ」を加える。

附則

この訓令は、令和 2年4月 1日から施行する。

石川県訓令第13号の公表公告

石川県公告式条例(昭和25年石川県条例第32号)第4条第 2項において準用する同条例第 2条第 2項ただし書の規

定により、次のとおり県庁前の掲示場及び総務部行政経営課の執務室前に掲示 して公表した。

令和 2年 4月24日

石川県知事 谷 本 正 憲

石川県訓令第13号

庁

出

中

先 機

般

関

副知事の担任事項に関する規程(平成18年石川県訓令第13号)の一部を次のように改正する。

令和 2年 3月31日

石川県知事 谷 本 正 憲

第 1条第3号中 「副知事竹中博康」を 「副知事田中新太郎」に改める。

附則

この訓令は、令和 2年 4月 1日から施行する。

( 1箇月 2，350円送料とも) 発行人 干920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地 石川県

印刷所 干92卜8002 石川県金沢市玉鉾4丁目 166番地 側共栄 TEL(076) 292-2236 


